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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発振回路を有し、前記発振回路によりクロック信号を生成するクロック信号生成回路と
、
　前記クロック信号に基づく動作用信号により動作する回路を有し、物理量トランスデュ
ーサーからの検出信号が入力される検出回路と、
　を含み、
　前記クロック信号生成回路は、
　前記物理量トランスデューサーと回路装置とが接続される前において、前記発振回路の
発振周波数を調整可能な第１の周波数調整部と、
　前記物理量トランスデューサーと回路装置とが接続された状態において、前記発振回路
の前記発振周波数を調整可能な第２の周波数調整部と、
　を含むことを特徴とする回路装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の回路装置において、
　前記発振回路は、ＣＲ発振回路であり、
　前記第１の周波数調整部は、前記ＣＲ発振回路の可変抵抗回路であることを特徴とする
回路装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の回路装置において、
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　前記ＣＲ発振回路は、増幅回路を有し、
　前記可変抵抗回路は、前記増幅回路の信号を前記増幅回路の入力ノードに帰還する抵抗
回路であることを特徴とする回路装置。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の回路装置において、
　前記可変抵抗回路は、
　直列接続される複数の抵抗素子と、
　前記複数の抵抗素子の各抵抗素子に対して各ヒューズ素子が並列に設けられる複数のヒ
ューズ素子と、
　を含むことを特徴とする回路装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の回路装置において、
　前記可変抵抗回路は、
　前記複数の抵抗素子に直列接続される基準抵抗素子と、
　前記基準抵抗素子に対して並列に設けられ、ヒューズカット前の前記発振周波数の第１
の測定モードにおいてオフになり、前記ヒューズカット前の前記発振周波数の第２の測定
モードにおいてオンになるトリミング用補助スイッチと、
　を含むことを特徴とする回路装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の回路装置において、
　前記発振回路は、ＣＲ発振回路であり、
　前記第２の周波数調整部は、前記ＣＲ発振回路の可変容量回路であることを特徴とする
回路装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の回路装置において、
　前記ＣＲ発振回路は、増幅回路を有し、
　前記可変容量回路は、前記増幅回路の出力ノードに設けられることを特徴とする回路装
置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の回路装置において、
　電源電圧を生成し、前記電源電圧を前記発振回路に供給する電圧生成回路を含み、
　前記電圧生成回路は、
　前記発振回路の前記発振周波数の温度特性を補償する電源電圧を生成することを特徴と
する回路装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の回路装置において、
　前記電源電圧が固定電圧の場合の前記発振周波数は、正の温度特性を有し、
　前記電圧生成回路は、
　トランジスターの仕事関数差に基づいて、負の温度特性を有する前記電源電圧を生成し
て、前記発振回路の電源として供給することを特徴とする回路装置。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の回路装置において、
　前記電圧生成回路は、
　前記回路装置に接続される前記物理量トランスデューサーが第１の物理量トランスデュ
ーサーである場合には、前記電源電圧として第１の電圧を供給し、
　前記回路装置に接続される前記物理量トランスデューサーが、前記第１の物理量トラン
スデューサーとは駆動周波数が異なる第２の物理量トランスデューサーである場合には、
前記電源電圧として前記第１の電圧と異なる第２の電圧を供給することを特徴とする回路
装置。
【請求項１１】
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　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の回路装置において、
　前記検出回路は、
　前記動作用信号であるサンプリングクロック信号に基づいて、入力信号のサンプリング
動作を行うＡ／Ｄ変換回路を含むことを特徴とする回路装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の回路装置において、
　前記検出回路は、
　前記動作用信号である動作クロック信号に基づいて、デジタル信号処理を行うデジタル
信号処理部を含むことを特徴とする回路装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の回路装置において、
　前記物理量トランスデューサーからのフィードバック信号を受けて、前記物理量トラン
スデューサーを駆動する駆動回路を含むことを特徴とする回路装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の回路装置において、
　前記発振回路の前記発振周波数をｆｏｓとし、前記物理量トランスデューサーの駆動周
波数をｆｄｒとし、ｉを１以上の整数とし、ｊを１以上の整数とし、前記動作用信号の周
波数をｆｏｓ／ｉとした場合に、ｊ×ｆｄｒ≠ｆｏｓ／ｉとなるように前記発振周波数ｆ
ｏｓが設定されることを特徴とする回路装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の回路装置において、
　ｋを１以上の整数とした場合に、ｊ×ｆｄｒ≠ｋ×ｆｏｓ／ｉとなるように前記発振周
波数ｆｏｓが設定されることを特徴とする回路装置。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のいずれか一項に記載の回路装置を含むことを特徴とする電子機器。
【請求項１７】
　請求項１乃至１５のいずれか一項に記載の回路装置を含むことを特徴とする移動体。
【請求項１８】
　物理量トランスデューサーと回路装置を有する物理量検出装置の製造方法であって、
　発振回路を有し、前記発振回路によりクロック信号を生成するクロック信号生成回路と
、前記クロック信号に基づく動作用信号により動作する回路を有し、前記物理量トランス
デューサーからの検出信号が入力される検出回路と、を含む前記回路装置を製造する工程
と、
　前記物理量トランスデューサーと前記回路装置とが接続される前において、前記発振回
路の発振周波数を調整する第１の周波数調整工程と、
　前記物理量トランスデューサーと前記回路装置とが接続された状態において、前記発振
回路の前記発振周波数を調整する第２の周波数調整工程と、
　を含むことを特徴とする物理量検出装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路装置、電子機器、移動体及び物理量検出装置の製造方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、物理量トランスデューサーからの検出信号に基づいて物理量を検出する回路
装置が知られている。ジャイロセンサーを例にとれば、回路装置は物理量として角速度等
を検出する。ジャイロセンサーは、例えばデジタルカメラ、スマートフォン等の電子機器
や車、飛行機等の移動体に組み込まれ、検出された角速度等の物理量を用いて、手振れ補
正、姿勢制御、ＧＰＳ自律航法等が行われる。ジャイロセンサーの回路装置の従来技術と
しては例えば特許文献１、特許文献２に開示される技術が知られている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１３９２８７号公報
【特許文献２】特開２００９－１６２６４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の従来技術では、検出回路を、物理量トランスデューサーを駆動する駆動回
路の駆動信号に基づく信号により動作させているが、駆動信号の駆動周波数はそれほど高
くない（例えば５０～１５０ＫＨｚ）。このため、例えば検出回路にＡ／Ｄ変換回路やＤ
ＳＰ部（デジタル信号処理部）などの物理量の検出用の回路を設けた場合に、これらの回
路の高速動作の実現が難しいという問題がある。
【０００５】
　この場合に、発振回路を有するクロック信号生成回路を回路装置に設け、このクロック
信号生成回路により高速のクロック信号を生成する手法を採用すれば、これらの回路の高
速動作の実現が可能になる。
【０００６】
　しかしながら、この手法を採用すると、物理量トランスデューサーと回路装置を接続し
て、物理量検出装置として構成した場合に、物理量トランスデューサーを駆動する駆動信
号の駆動周波数成分が、クロック信号生成回路により生成されたクロック信号に基づく信
号により動作する回路に対して影響を及ぼし、検出性能が劣化する可能性がある。
【０００７】
　なお、特許文献２には、回路装置にＣＲ発振回路を設け、このＣＲ発振回路により異常
検知回路のクロック信号を生成する手法が開示されているが、特許文献２においてクロッ
ク信号に基づく信号により動作する回路は、Ａ／Ｄ変換回路やＤＳＰ部などの物理量の検
出用の回路ではない。
【０００８】
　本発明の幾つかの態様によれば、物理量トランスデューサーの駆動周波数成分が、クロ
ック信号生成回路により生成されたクロック信号に基づく信号により動作する回路を有す
る検出回路に対して影響を及ぼすことによって発生する検出性能の劣化を低減できる回路
装置、電子機器、移動体及び物理量検出装置の製造方法等を提供できる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態または態様として実現することが可能である。
【００１０】
　本発明の一態様は、発振回路を有し、前記発振回路によりクロック信号を生成するクロ
ック信号生成回路と、前記クロック信号に基づく動作用信号により動作する回路を有し、
物理量トランスデューサーからの検出信号が入力される検出回路と、を含み、前記クロッ
ク信号生成回路は、前記物理量トランスデューサーと回路装置とが接続される前において
、前記発振回路の発振周波数を調整可能な第１の周波数調整部と、前記物理量トランスデ
ューサーと回路装置とが接続された状態において、前記発振回路の前記発振周波数を調整
可能な第２の周波数調整部と、を含む回路装置に関係する。
【００１１】
　本発明の一態様によれば、発振回路を有するクロック信号生成回路により生成されたク
ロック信号に基づく動作用信号により、検出回路の回路が動作する。そして、このような
クロック信号を生成するクロック信号生成回路の発振回路の発振周波数の周波数調整とし
て、物理量トランスデューサーと回路装置とが接続される前において、第１の周波数調整
部による発振周波数の調整が行われる。更に、物理量トランスデューサーと回路装置とが
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接続された状態において、第２の周波数調整部による発振周波数の調整が行われる。この
ようにすれば、クロック信号に基づく動作用信号により動作する検出回路の回路が、物理
量トランスデューサーと回路装置とが接続されたことにより、検出性能の劣化の可能性が
ある場合にも、第２の周波数調整部により発振周波数を調整することで、当該検出性能の
劣化を低減できるようになる。
【００１２】
　また本発明の一態様では、前記発振回路は、ＣＲ発振回路であり、前記第１の周波数調
整部は、前記ＣＲ発振回路の可変抵抗回路であってもよい。
【００１３】
　このようにすれば、可変抵抗回路の抵抗値を調整することで、物理量トランスデューサ
ーと回路装置とが接続される前の状態において、ＣＲ発振回路の発振周波数の粗調整等を
実現できるようになる。
【００１４】
　また本発明の一態様では、前記ＣＲ発振回路は、増幅回路を有し、前記可変抵抗回路は
、前記増幅回路の信号を前記増幅回路の入力ノードに帰還する抵抗回路であってもよい。
【００１５】
　このように増幅回路の信号を増幅回路の入力ノードに帰還する可変抵抗回路の抵抗値を
調整することで、回路装置と物理量トランスデューサーが接続される前の状態において、
ＣＲ発振回路の発振周波数を適正に調整することが可能になる。
【００１６】
　また本発明の一態様では、前記可変抵抗回路は、直列接続される複数の抵抗素子と、前
記複数の抵抗素子の各抵抗素子に対して各ヒューズ素子が並列に設けられる複数のヒュー
ズ素子と、を含んでもよい。
【００１７】
　このようにすれば、回路装置と物理量トランスデューサーが接続される前の状態におい
て、可変抵抗回路の各ヒューズ素子を切断することで、ＣＲ発振回路の発振周波数を調整
して、ターゲット発振周波数に設定できるようになる。
【００１８】
　また本発明の一態様では、前記可変抵抗回路は、前記複数の抵抗素子に直列接続される
基準抵抗素子と、前記基準抵抗素子に対して並列に設けられ、ヒューズカット前の前記発
振周波数の第１の測定モードにおいてオフになり、前記ヒューズカット前の前記発振周波
数の第２の測定モードにおいてオンになるトリミング用補助スイッチと、を含んでもよい
。
【００１９】
　このようにすれば、ヒューズカット前の第１の測定モードでは、トリミング用補助スイ
ッチをオフにし発振周波数を測定し、第２の測定モードではトリミング用補助スイッチを
オンにして発振周波数を測定できるようになる。そして、このようにして測定された発振
周波数を用いて、複数のヒューズ素子をいずれをカットするかを決定できるようになる。
【００２０】
　また本発明の一態様では、前記発振回路は、ＣＲ発振回路であり、前記第２の周波数調
整部は、前記ＣＲ発振回路の可変容量回路であってもよい。
【００２１】
　このようにすれば、可変容量回路の容量値を調整することで、物理量トランスデューサ
ーと回路装置とが接続された後の状態において、ＣＲ発振回路の発振周波数の微調整等を
実現できるようになる。
【００２２】
　また本発明の一態様では、前記ＣＲ発振回路は、増幅回路を有し、前記可変容量回路は
、前記増幅回路の出力ノードに設けられてもよい。
【００２３】
　このように増幅回路の出力ノードに設けられる可変容量回路の容量値を調整することで
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、回路装置と物理量トランスデューサーが接続された後の状態において、ＣＲ発振回路の
発振周波数を適正に調整することが可能になる。
【００２４】
　また本発明の一態様では、電源電圧を生成し、前記電源電圧を前記発振回路に供給する
電圧生成回路を含み、前記電圧生成回路は、前記発振回路の前記発振周波数の温度特性を
補償する電源電圧を生成してもよい。
【００２５】
　このようにすれば、温度変化があった場合にも、その温度変化による発振周波数の変動
を打ち消すような電源電圧を発振回路に供給することで、温度変化による発振周波数の変
動を効果的に低減できるようになる。
【００２６】
　また本発明の一態様では、前記電源電圧が固定電圧の場合の前記発振周波数は、正の温
度特性を有し、前記電圧生成回路は、トランジスターの仕事関数差に基づいて、負の温度
特性を有する前記電源電圧を生成して、前記発振回路の電源として供給してもよい。
【００２７】
　このようにすれば、ＣＲ発振回路の発振周波数の正の温度特性の少なくとも一部が、電
源電圧の負の温度特性により打ち消されることで、温度変動に対する発振周波数の変動を
低減できるようになる。
【００２８】
　また本発明の一態様では、前記電圧生成回路は、前記回路装置に接続される前記物理量
トランスデューサーが第１の物理量トランスデューサーである場合には、前記電源電圧と
して第１の電圧を供給し、前記回路装置に接続される前記物理量トランスデューサーが、
前記第１の物理量トランスデューサーとは駆動周波数が異なる第２の物理量トランスデュ
ーサーである場合には、前記電源電圧として前記第１の電圧と異なる第２の電圧を供給し
てもよい。
【００２９】
　このようにすれば、回路装置に接続される物理量トランスデューサーが第１の物理量ト
ランスデューサーである場合と第２の物理量トランスデューサーである場合とで、異なる
電源電圧をＣＲ発振回路に供給して、発振回路の発振周波数を異なる周波数に設定できる
ようになる。
【００３０】
　また本発明の一態様では、前記検出回路は、前記動作用信号であるサンプリングクロッ
ク信号に基づいて、入力信号のサンプリング動作を行うＡ／Ｄ変換回路を含んでもよい。
【００３１】
　このようにすれば、クロック信号生成回路により生成されたクロック信号に基づくサン
プリングクロック信号を、Ａ／Ｄ変換回路に供給して、Ａ／Ｄ変換回路にサンプリング動
作を行わせることが可能になる。
【００３２】
　また本発明の一態様では、前記検出回路は、前記動作用信号である動作クロック信号に
基づいて、デジタル信号処理を行うデジタル信号処理部を含んでもよい。
【００３３】
　このようにすれば、クロック信号生成回路により生成されたクロック信号に基づく動作
クロック信号を、デジタル信号処理部に供給して、デジタル信号処理部に各種のデジタル
信号処理を行わせることが可能になる。
【００３４】
　また本発明の一態様では、前記物理量トランスデューサーからのフィードバック信号を
受けて、前記物理量トランスデューサーを駆動する駆動回路を含んでもよい。
【００３５】
　このようにすれば、物理量トランスデューサーからのフィードバック信号に基づき、駆
動回路により物理量トランスデューサーを駆動しながら、物理量トランスデューサーから
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の検出信号に基づく検出回路の検出処理を実現できるようになる。
【００３６】
　また本発明の一態様では、前記発振回路の前記発振周波数をｆｏｓとし、ｉを１以上の
整数とし、ｊを１以上の整数とし、前記動作用信号の周波数をｆｏｓ／ｉとした場合に、
ｊ×ｆｄｒ≠ｆｏｓ／ｉとなるように前記発振周波数ｆｏｓが設定されてもよい。
【００３７】
　このようにすれば、駆動周波数の高調波成分や基本波成分と動作用信号の周波数成分と
の干渉を避けた周波数に、発振周波数を設定できるようになる。
【００３８】
　また本発明の一態様では、ｋを１以上の整数とした場合に、ｊ×ｆｄｒ≠ｋ×ｆｏｓ／
ｉとなるように前記発振周波数ｆｏｓが設定されてもよい。
【００３９】
　このようにすれば、駆動周波数の高調波成分や基本波成分と動作用信号の高調波成分や
基本波成分との干渉を避けた周波数に、発振周波数を設定できるようになる。
【００４０】
　本発明の他の態様は、上記のいずれかに記載の回路装置を含む電子機器に関係する。
【００４１】
　本発明の他の態様は、上記のいずれかに記載の回路装置を含む移動体に関係する。
【００４２】
　本発明の他の態様は、物理量トランスデューサーと回路装置を有する物理量検出装置の
製造方法であって、発振回路を有し、前記発振回路によりクロック信号を生成するクロッ
ク信号生成回路と、前記クロック信号に基づく動作用信号により動作する回路を有し、前
記物理量トランスデューサーからの検出信号が入力される検出回路と、を含む前記回路装
置を製造する工程と、前記物理量トランスデューサーと前記回路装置とが接続される前に
おいて、前記発振回路の発振周波数を調整する第１の周波数調整工程と、前記物理量トラ
ンスデューサーと前記回路装置とが接続された状態において、前記発振回路の前記発振周
波数を調整する第２の周波数調整工程と、を含む物理量検出装置の製造方法に関係する。
【００４３】
　本発明の他の一態様によれば、クロック信号生成回路が有する発振回路の発振周波数の
周波数調整として、物理量トランスデューサーと回路装置とが接続される前において、第
１の周波数調整工程による発振周波数の調整が行われる。更に、物理量トランスデューサ
ーと回路装置とが接続された状態において、第２の周波数調整工程による発振周波数の調
整が行われる。このようにすれば、クロック信号に基づく動作用信号により動作する検出
回路が、物理量トランスデューサーと回路装置とが接続されたことによる影響を受けて、
検出性能が劣化する可能性がある場合にも、第２の周波数調整工程により発振周波数を調
整することで、当該検出性能の劣化を低減できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本実施形態の回路装置の構成例。
【図２】本実施形態の回路装置の具体的な構成の一例。
【図３】クロック信号生成回路の構成例。
【図４】本実施形態の回路装置、電子機器、ジャイロセンサー（物理量検出装置）の構成
例。
【図５】本実施形態の回路装置の詳細な構成例。
【図６】クロック信号に基づく動作用信号による検出回路の動作の説明図。
【図７】干渉周波数についての説明図。
【図８】干渉周波数を避けた周波数に発振周波数を設定する手法の説明図。
【図９】クロック信号生成回路の詳細な構成例。
【図１０】図１０（Ａ）は電源電圧固定時の発振周波数の温度特性、図１０（Ｂ）は電源
電圧生成回路により生成された電源電圧の温度特性を示す図。
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【図１１】発振周波数の変動率の温度特性を示す図。
【図１２】ヒューズカット前の発振周波数とヒューズターゲット値及びヒューズ値との関
係を示す図。
【図１３】図１３（Ａ）、図１３（Ｂ）はトリミング用補助スイッチを用いた発振周波数
の調整手法の説明図。
【図１４】トリミング用補助スイッチを用いた発振周波数の調整手法の説明図。
【図１５】本実施形態の調整手法を用いた場合における、ヒューズカット前の発振周波数
とヒューズターゲット値及びヒューズ値との関係を示す図
【図１６】本実施形態の物理量検出装置の製造方法を説明するフロー図。
【図１７】発振周波数の粗調整である第１の周波数調整についての説明図。
【図１８】発振周波数の微調整である第２の周波数調整についての説明図。
【図１９】検出回路の詳細な構成例。
【図２０】移動体の一具体例としての自動車の構成を概略的に示す概念図。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　以下、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお以下に説明する本実施
形態は特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではなく、本実施
形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須であるとは限らない。
【００４６】
　１．回路装置
　図１に本実施形態の回路装置（検出装置）の基本的な構成例を示す。本実施形態の回路
装置は、検出回路６０とクロック信号生成回路１５０を含む。この回路装置と物理量トラ
ンスデューサー１８により物理量検出装置（センサーデバイス）が構成される。なお本実
施形態の回路装置、物理量検出装置は図１の構成に限定されず、その構成要素の一部を省
略したり、他の構成要素を追加するなどの種々の変形実施が可能である。
【００４７】
　クロック信号生成回路１５０は、発振回路１９０を有し、この発振回路１９０によりク
ロック信号を生成する。即ち発振回路１９０の発振動作によりクロック信号を生成する。
発振回路１９０としては、抵抗と容量を用いて発振するＣＲ発振回路などを用いることが
できる。
【００４８】
　検出回路６０には、物理量トランスデューサー１８からの検出信号が入力される。そし
て検出回路６０は、物理量トランスデューサー１８からの検出信号に基づいて物理量（所
望信号）の検出処理を行う。また検出回路６０は、クロック信号生成回路１５０により生
成されたクロック信号に基づく動作用信号により動作する回路を有する。図１では、クロ
ック信号に基づく動作用信号により動作する回路として、Ａ／Ｄ変換回路１００とＤＳＰ
部１１０（デジタル信号処理部）が、検出回路６０に設けられている。
【００４９】
　なお、クロック信号に基づく動作用信号により動作する回路は、これらの回路には限定
されない。例えば動作用信号により動作する回路として、Ａ／Ｄ変換回路１００とＤＳＰ
部１１０の一方のみを設けてもよいし、Ａ／Ｄ変換回路１００とＤＳＰ部１１０とは異な
る物理量の検出用の回路を設けてもよい。
【００５０】
　またクロック信号に基づく動作用信号は、クロック信号を分周した信号であってもよい
し、クロック信号と同一周波数の信号（クロック信号自体又はクロック信号をバッファリ
ングした信号）であってもよい。
【００５１】
　例えば図１では、クロック信号に基づく動作用信号は、Ａ／Ｄ変換回路１００のサンプ
リングクロック信号やＤＳＰ部１１０の動作クロック信号である。これらのサンプリング
クロック信号、動作クロック信号は、クロック信号を分周した信号である。例えばＡ／Ｄ
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変換回路１００は、動作用信号であるサンプリングクロック信号に基づいて、入力信号の
サンプリング動作を行う。そして、サンプリングクロック信号に基づいてサンプリングさ
れた信号のＡ／Ｄ変換を行う。またＤＳＰ部１１０は、動作用信号である動作クロック信
号に基づいて、デジタル信号処理を行う。例えばデジタル信号処理として、デジタルフィ
ルター処理（ローパスフィルター処理等）を行う。或いは各種のデジタル補正処理を行う
。
【００５２】
　そして本実施形態ではクロック信号生成回路１５０は、第１の周波数調整部１９１と第
２の周波数調整部１９２を有する。第１の周波数調整部１９１は、物理量トランスデュー
サー１８と回路装置とが接続される前において、発振回路１９０の発振周波数を調整可能
な周波数調整部である。第２の周波数調整部１９２は、物理量トランスデューサー１８と
回路装置とが接続された状態において、発振回路１９０の発振周波数を調整可能な周波数
調整部である。
【００５３】
　第１の周波数調整部１９１が行う第１の周波数調整は、例えば発振回路１９０の発振周
波数の粗調整である。第２の周波数調整部１９２が行う第２の周波数調整は、例えば発振
周波数の微調整である。例えば第２の周波数調整は第１の周波数調整よりも調整分解能が
高い。また例えば第１の周波数調整の調整範囲は広く、第２の周波数調整の調整範囲は第
１の周波数調整の調整範囲よりも狭い。
【００５４】
　例えば回路装置のチップは半導体ウェハーをダイシングすることで形成される。この回
路装置と物理量トランスデューサー１８は、物理量検出装置（センサーデバイス）のパッ
ケージに収納される。そして回路装置の端子と物理量トランスデューサー１８の端子とが
金属製のワイヤー等により電気的に接続される。即ち、物理量検出装置は、パッケージと
、物理量トランスデューサー１８と、物理量トランスデューサー１８に接続されて物理量
トランスデューサー１８と共にパッケージに収納される回路装置（半導体チップ）と、に
より構成される。第１の周波数調整部１９１が行う第１の周波数調整は、このような回路
装置と物理量トランスデューサー１８の接続前に行われる発振周波数の調整である。一方
、第２の周波数調整部１９２が行う第２の周波数調整は、回路装置と物理量トランスデュ
ーサー１８の接続後に行われる発振周波数の調整である。
【００５５】
　例えば第１の周波数調整は、半導体ウェハーの状態での検査において行われる。例えば
、複数の回路装置が形成された半導体ウェハーが製造され、この半導体ウェハーの状態で
、テスターにより各回路装置のパッドへのプロービングが行われて、各回路装置の検査が
実行される。そして、この検査において、例えば各回路装置の発振周波数が測定され、第
１の周波数調整部１９１による発振周波数の調整（粗調整）が行われる。この発振周波数
の調整は、例えば後述するヒューズカットなどにより実現できる。なお第１の周波数調整
は、回路装置と物理量トランスデューサー１８の接続前に行われるものであればよく、こ
のような半導体ウェハーの状態で行われる発振周波数の調整には限定されない。
【００５６】
　このようにして第１の周波数調整が行われた後、半導体ウェハーのダイシングが行われ
、各回路装置のチップが分離される。そして、回路装置と物理量トランスデューサー１８
がパッケージに収納される共に電気的に接続されて、物理量検出装置が製造される。この
物理量検出装置のモジュール検査において、第２の周波数調整部１９２による第２の周波
数調整が行われる。即ち、粗調整であった第１の周波数調整に対して、微調整の第２の周
波数調整が行われる。具体的には、例えば後述するように、駆動周波数が測定され、干渉
周波数を避けた周波数に、発振回路１９０の発振周波数を設定する第２の周波数調整が行
われる。
【００５７】
　発振回路１９０は後述するように例えばＣＲ発振回路である。なおＣＲ発振回路とは異
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なる方式の発振回路を採用してもよい。例えば別の振動子（水晶振動子等）を利用して発
振回路１９０の発振動作を実現してもよい。発振回路１９０としてＣＲ発振回路を用いる
場合には、第１の周波数調整は、例えばＣＲ発振回路の抵抗値の調整により実現でき、第
２の周波数調整は、例えばＣＲ発振回路の容量値の調整により実現できる。なお第１の周
波数調整を容量値の調整により実現し、第２の周波数調整を抵抗値の調整により実現した
り、第１、第２の周波数調整の一方を、容量値や抵抗値以外の回路定数パラメータ（例え
ば電源電圧値）の調整により実現するなどの種々の変形実施が可能である。
【００５８】
　図２に回路装置の具体的な構成の一例を示す。図２では回路装置は駆動回路３０を有す
る。また回路装置には記憶部１３０が更に設けられている。
【００５９】
　駆動回路３０は、物理量トランスデューサー１８からのフィードバック信号ＤＩを受け
て、物理量トランスデューサー１８を駆動する。例えば駆動回路３０は、物理量トランス
デューサー１８からのフィードバック信号ＤＩを受けて、矩形波や正弦波の駆動信号ＤＱ
を物理量トランスデューサー１８に出力する。これにより物理量トランスデューサー１８
は一定の駆動周波数で駆動されるようになり、例えば駆動周波数に応じた周波数で振動等
するようになる。
【００６０】
　記憶部１３０は発振周波数の周波数調整値を記憶する。例えば第２の周波数調整部１９
２による発振周波数の周波数調整値を記憶する。即ち、物理量トランスデューサー１８と
回路装置が接続された状態で行われる第２の周波数調整の周波数調整値を記憶する。例え
ば記憶部１３０は不揮発性メモリーにより構成できる。不揮発性メモリーとしては、例え
ばＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、或いはフラッシュメモリーなどを用いることができる。Ｅ
ＰＲＯＭとしては、例えばＯＴＰ（ワンタイムＰＲＯＭ）などを用いることができ、ＯＴ
Ｐとしては、例えばＭＯＮＯＳ（Metal-Oxide-Nitride-Oxide-Silicon）などを用いるこ
とができる。なお記憶部１３０として不揮発性メモリー以外の記憶装置（例えばヒューズ
を用いた記憶装置等）を採用してもよい。
【００６１】
　例えば物理量トランスデューサー１８と回路装置とがパッケージに収納された物理量検
出装置のモジュール検査で、駆動回路３０の駆動周波数が測定される。そして、後述する
干渉周波数を避けた周波数に発振回路１９０の発振周波数を調整する周波数調整値が求め
られ、記憶部１３０に記憶される。この場合に、記憶部１３０を不揮発性メモリーにより
構成すれば、物理量検出装置への電源供給が停止された場合にも、記憶部１３０には周波
数調整値の情報が保持される。そして次の電源投入時に、この周波数調整値を記憶部１３
０から読み出すことで、第２の周波数調整部１９２による発振周波数の調整を実現できる
。
【００６２】
　図３にクロック信号生成回路１５０の構成例を示す。図３では、図１、図２の発振回路
１９０がＣＲ発振回路１７０により実現されている。なおクロック信号生成回路１５０は
図３の構成に限定されず、その構成要素の一部を省略したり、他の構成要素を追加するな
どの種々の変形実施が可能である。
【００６３】
　電圧生成回路１６０は電源電圧ＶＤＯＳを生成して、ＣＲ発振回路１７０に供給する。
例えば後述するように仕事関数差に基づく電源電圧ＶＤＯＳを生成して供給する。
【００６４】
　ＣＲ発振回路１７０は、キャパシターＣと、可変抵抗回路１９６と、可変容量回路１９
７と、増幅回路１８０（バッファー回路）を有する。ＣＲ発振回路１７０は、電源電圧Ｖ
ＤＯＳが供給されて動作して、クロック信号ＣＬＫ（発振信号）を生成する。具体的には
ＣＲ発振回路１７０は、キャパシターと抵抗で構成されるＲＣ回路を用いて、信号を入力
に帰還して発振信号を生成する。そして、生成された発振信号を波形整形した信号がクロ
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ック信号ＣＬＫとして出力される。
【００６５】
　増幅回路１８０（反転増幅回路）はインバーター回路ＩＶ０、ＩＶ１、ＩＶ２を有する
。インバーター回路ＩＶ１の出力は、キャパシターＣを介して、増幅回路１８０の入力ノ
ードＮＩに帰還される。インバーター回路ＩＶ２の出力は、可変抵抗回路１９６（Ｒ）を
介して、増幅回路１８０の入力ノードＮＩに帰還される。インバーター回路ＩＶ０の入力
が増幅回路１８０の入力になる。
【００６６】
　インバーター回路ＩＶ２から出力される発振信号はインバーター回路ＩＶ３により波形
整形されて、矩形波のクロック信号ＣＬＫとして出力される。例えば発振信号は、立ち上
がりエッジ及び立ち下がりエッジが鈍った波形となっている。インバーター回路ＩＶ３は
、このような波形の発振信号を、立ち上がりエッジ及び立ち下がりエッジが急峻な矩形波
に、波形整形する。なお、インバーター回路ＩＶ３の後段に分周回路を設け、クロック信
ＣＬＫを分周することで得られた１又は複数のクロック信号を出力するようにしてもよい
。
【００６７】
　このように図３では、図１、図２の発振回路１９０がＣＲ発振回路１７０により実現さ
れる。そして図１、図２の第１の周波数調整部１９１が、ＣＲ発振回路１７０の可変抵抗
回路１９６により実現される。またＣＲ発振回路１７０は、増幅回路１８０を有し、可変
抵抗回路１９６は、増幅回路１８０の信号を増幅回路１８０の入力ノードＮＩに帰還する
抵抗回路になっている。
【００６８】
　また図３では、図１、図２の第２の周波数調整部１９２は、ＣＲ発振回路１７０の可変
容量回路１９７により実現される。またＣＲ発振回路１７０は、増幅回路１８０を有し、
可変容量回路１９７は、増幅回路１８０の出力ノードＮＱに設けられる。即ち、可変容量
回路１９７の容量の一端が増幅回路１８０の出力ノードＮＱに接続される。
【００６９】
　なお可変抵抗回路１９６や可変容量回路１９７の接続構成は図３に限定されず、種々の
変形実施が可能である。例えば図３では、増幅回路１８０の最終段のインバーター回路Ｉ
Ｖ２の出力を、可変抵抗回路１９６を介して増幅回路１８０の入力ノードＮＩに帰還して
いる。しかし、例えば増幅回路１８０の１段目のインバーター回路ＩＶ０の出力を、可変
抵抗回路１９６を介して増幅回路１８０の入力ノードＮＩに帰還する構成にしてもよい。
また可変容量回路１９７の接続位置も図３の位置に限定されず、ＲＣ回路の容量値を変更
できる接続構成であれば、種々の変形実施が可能である。
【００７０】
　そして図３では、物理量トランスデューサー１８と回路装置とが接続される前において
、ＣＲ発振回路１７０の発振周波数が、第１の周波数調整部１９１である可変抵抗回路１
９６により調整される。即ち、可変抵抗回路１９６は、その抵抗値が可変に調整可能な回
路になっており、可変抵抗回路１９６の抵抗値を変化させることで、ＲＣ回路の抵抗値が
変化して、ＣＲ発振回路１７０の発振周波数が調整される。
【００７１】
　一方、物理量トランスデューサー１８と回路装置とが接続された状態において、ＣＲ発
振回路１７０の発振周波数が、第２の周波数調整部１９２である可変容量回路１９７によ
り調整される。即ち、可変容量回路１９７は、その容量値が可変に調整可能な回路になっ
ており、可変容量回路１９７の容量値を変化させることで、ＲＣ回路の容量値が変化して
、発振回路１７０の発振周波数が調整される。
【００７２】
　このようにすることで、本実施形態では、物理量トランスデューサー１８と回路装置と
が接続される前の状態での、発振周波数の第１の周波数調整（粗調整）と、物理量トラン
スデューサー１８と回路装置とが接続された状態での、発振周波数の第２の周波数調整（
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微調整）を実現できる。
【００７３】
　例えば物理量トランスデューサー１８により物理量を検出するこれまでの回路装置では
、検出回路６０が有する回路において、物理量トランスデューサー１８の駆動周波数に起
因する干渉により検出性能が劣化する可能性があった。即ち、検出回路６０は、クロック
信号生成回路１５０により生成されたクロック信号に基づく信号（サンプリングクロック
信号、動作クロック信号）により動作する回路であるＡ／Ｄ変換回路１００やＤＳＰ部１
１０を有する。そして、これらの回路を有する検出回路６０に対して、物理量トランスデ
ューサー１８の駆動周波数に起因する干渉の影響が及び、検出回路６０の検出性能の劣化
等が生じる可能性がある。例えば回路装置に物理量トランスデューサー１８が接続される
と、駆動回路３０の駆動周波数成分と、検出回路６０の動作周波数との干渉により、検出
回路６０の検出性能が劣化する場合がある。
【００７４】
　この点、本実施形態によれば、物理量トランスデューサー１８と回路装置が接続された
後にも、第２の周波数調整部１９２による発振周波数の第２の周波数調整が可能になる。
従って、この第２の周波数調整により、発振回路１９０の発振周波数を微調整することで
、物理量トランスデューサー１８の駆動周波数に起因する干渉による検出回路６０の検出
性能の劣化を低減することが可能になる。
【００７５】
　例えば検出回路６０側へ駆動周波数成分が回り込むと、駆動周波数成分と、クロック信
号に基づく動作用信号（サンプリングクロック信号等）の周波数成分とが一致してしまう
という干渉周波数の問題が生じる可能性がある。このような干渉周波数の問題が生じると
、検出回路６０の検出値のばらつき等が発生し、検出性能が劣化する。
【００７６】
　本実施形態によれば、このような場合にも、第２の周波数調整部１９２による第２の周
波数調整により、干渉周波数を避けた周波数に発振周波数を設定することが可能になり、
上記のような検出性能の劣化を低減できる。
【００７７】
　特に駆動回路３０により物理量トランスデューサー１８を駆動する場合には、物理量ト
ランスデューサー１８の素子ばらつきにより、駆動周波数にもばらつきが生じる。このた
め、駆動周波数成分に基づく干渉周波数にもばらつきによる変動が生じる。また発振回路
１９０の発振周波数も、温度変化により変動する。このように駆動周波数や発振周波数が
変動した場合にも、本実施形態によれば、粗調整である第１の周波数調整の後に、微調整
である第２の周波数調整を行うことで、干渉周波数を避けた周波数への発振周波数の設定
が容易になるという利点がある。
【００７８】
　また本実施形態では、発振回路１９０を有するクロック信号生成回路１５０を回路装置
に設け、生成されたクロック信号に基づく動作用信号により、検出回路６０のＡ／Ｄ変換
回路１００やＤＳＰ部１１０を動作させている。従って、駆動回路３０の駆動信号に基づ
く信号によりこれらの回路を動作させる場合に比べて、回路の高速動作を実現できる。
【００７９】
　即ち、従来では、駆動回路３０の駆動信号に基づく信号により、検出回路６０の回路を
動作させており、駆動信号の周波数はそれほど高くないため（例えば５０～１５０ＫＨｚ
）、当該回路の高速動作を実現できなかった。例えばＡ／Ｄ変換回路１００の高速なＡ／
Ｄ変換動作や、ＤＳＰ部１１０の高速なデジタル信号処理を実現できなかった。
【００８０】
　この点、本実施形態では、クロック信号生成回路１５０の発振回路１９０により、例え
ば５ＭＨｚ以上というような高速な原振クロックを生成し、この原振クロックを分周した
サンプリングクロック信号や動作クロック信号を用いて、Ａ／Ｄ変換回路１００やＤＳＰ
部１１０を動作させることができる。従って、これらの各回路での処理を高速に終了させ
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たり、駆動信号に基づく信号では実現できなかった処理を実現することなどが可能になる
。
【００８１】
　そして、このような回路動作の高速化のために、クロック信号生成回路１５０のクロッ
ク信号に基づく動作用信号により、検出回路６０の回路を動作させると、駆動信号に基づ
く信号により、検出回路６０の回路を動作させる場合には発生していなかった問題が生じ
る可能性がある。例えば後に詳述するように、駆動信号の周波数成分と、サンプリングク
ロック信号等の動作用信号の周波数成分との干渉の問題が生じ、検出回路６０の検出性能
の劣化等の問題を招く。
【００８２】
　この点、本実施形態では、物理量トランスデューサー１８と回路装置の接続前の第１の
周波数調整に加えて、物理量トランスデューサー１８と回路装置の接続後の第２の周波数
調整が可能になっている。従って、物理量トランスデューサー１８と回路装置とが接続さ
れたことによる影響を受けて、検出性能が劣化する可能性がある場合にも、発振周波数の
第２の周波数調整により回避することが可能になる。従って、検出回路６０の回路の高速
動作を実現しながら、物理量トランスデューサー１８と回路装置とが接続されたことによ
る、検出回路６０の回路に及ぼす検出性能の劣化の影響についても、低減できるようにな
る。
【００８３】
　２．電子機器、ジャイロセンサー、回路装置の詳細な構成
　図４に、本実施形態の回路装置２０、この回路装置２０を含むジャイロセンサー５１０
（広義には物理量検出装置）、このジャイロセンサー５１０を含む電子機器５００の詳細
な構成例を示す。
【００８４】
　なお回路装置２０、電子機器５００、ジャイロセンサー５１０は図４の構成に限定され
ず、その構成要素の一部を省略したり、他の構成要素を追加するなどの種々の変形実施が
可能である。また本実施形態の電子機器５００としては、デジタルカメラ、ビデオカメラ
、スマートフォン、携帯電話機、カーナビゲーションシステム、ロボット、ゲーム機、時
計、健康器具、或いは携帯型情報端末等の種々の機器を想定できる。また以下では、物理
量トランスデューサーが圧電型の振動片（振動ジャイロ）であり、センサーがジャイロセ
ンサーである場合を例にとり説明するが、本発明はこれに限定されない。例えばシリコン
基板などから形成された静電容量検出方式の振動ジャイロや、角速度情報と等価な物理量
や角速度情報以外の物理量を検出する物理量トランスデューサー等にも本発明は適用可能
である。
【００８５】
　電子機器５００はジャイロセンサー５１０と処理部５２０を含む。またメモリー５３０
、操作部５４０、表示部５５０を含むことができる。処理部５２０（ＣＰＵ、ＭＰＵ等）
はジャイロセンサー５１０等の制御や電子機器５００の全体制御を行う。また処理部５２
０は、ジャイロセンサー５１０により検出された角速度情報（広義には物理量）に基づい
て処理を行う。例えば角速度情報に基づいて、手ぶれ補正、姿勢制御、ＧＰＳ自律航法な
どのための処理を行う。メモリー５３０（ＲＯＭ、ＲＡＭ等）は、制御プログラムや各種
データを記憶したり、ワーク領域やデータ格納領域として機能する。操作部５４０はユー
ザーが電子機器５００を操作するためのものであり、表示部５５０は種々の情報をユーザ
ーに表示する。
【００８６】
　ジャイロセンサー５１０（物理量検出装置）は、振動片１０と回路装置２０を含む。図
４の振動片１０（広義には物理量トランスデューサー）は、水晶などの圧電材料の薄板か
ら形成される音叉型の圧電振動片であり、駆動用振動片１１、１２と、検出用振動片１６
、１７を有する。駆動用振動片１１、１２には駆動端子２、４が設けられ、検出用振動片
１６、１７には検出端子６、８が設けられている。
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【００８７】
　回路装置２０は、駆動回路３０、検出回路６０、記憶部１３０、制御部１４０、クロッ
ク信号生成部１５０を含む。なお、これらの構成要素の一部を省略したり、他の構成要素
を追加するなどの種々の変形実施が可能である。
【００８８】
　駆動回路３０は、駆動信号（駆動電圧）を出力して振動片１０を駆動する。そして振動
片１０からフィードバック信号を受け、これにより振動片１０を励振させる。検出回路６
０は、駆動信号により駆動される振動片１０から検出信号（検出電流、電荷）を受け、検
出信号から、振動片１０に印加された物理量に応じた所望信号（コリオリ力信号）を検出
（抽出）する。
【００８９】
　具体的には、駆動回路３０からの交流の駆動信号（駆動電圧）が駆動用振動片１１の駆
動端子２に印加される。すると逆圧電効果によって駆動用振動片１１が振動を開始し、音
叉振動により駆動用振動片１２も振動を開始する。この時、駆動用振動片１２の圧電効果
によって発生する電流（電荷）が、駆動端子４からフィードバック信号として駆動回路３
０にフィードバックされる。これにより振動片１０を含む発振ループが形成される。
【００９０】
　駆動用振動片１１、１２が振動すると、検出用振動片１６、１７が図４に示す方向に振
動速度ｖで振動する。すると、検出用振動片１６、１７の圧電効果によって発生する電流
（電荷）が、検出信号（第１、第２の検出信号）として検出端子６、８から出力される。
すると、検出回路６０は、この振動片１０からの検出信号を受け、コリオリ力に応じた信
号である所望信号（所望波）を検出する。即ち、検出軸１９を中心に振動片１０（ジャイ
ロセンサー）が回転すると、振動速度ｖの振動方向と直交する方向にコリオリ力Ｆｃが発
生する。例えば検出軸１９を中心に回転したときの角速度をωとし、振動片の質量をｍと
し、振動片の振動速度をｖとすると、コリオリ力はＦｃ＝２ｍ・ｖ・ωと表される。従っ
て検出回路６０が、コリオリ力に応じた信号である所望信号を検出することで、ジャイロ
センサーの回転角速度ωを求めることができる。そして求められた角速度ωを用いること
で、処理部５２０は、手振れ補正、姿勢制御、或いはＧＰＳ自律航法等のための種々の処
理を行うことができる。
【００９１】
　制御部１４０は、クロック信号生成回路１５０からのクロック信号に基づいて、各種の
制御処理を行う。例えばクロック信号（クロック信号を分周した信号）に基づいて駆動回
路３０及び検出回路６０を制御する。
【００９２】
　また制御部１４０は、記憶部１３０への周波数調整値の書き込み処理（記憶処理）や、
記憶部１３０からの周波数調整値の読み出し処理も行う。
【００９３】
　クロック信号生成回路１５０は、パワーオンリセット解除によって動作イネーブル状態
に設定されて、制御部１４０に対してクロック信号を供給する。そしてクロック信号の供
給によって動作を開始した制御部１４０が、駆動回路３０、検出回路６０を起動して、こ
れらの回路の動作を開始させる。
【００９４】
　検出回路６０はＡ／Ｄ変換回路１００とＤＳＰ部１１０を有する。Ａ／Ｄ変換回路１０
０は、クロック信号生成回路１５０からのクロック信号に基づくサンプリングクロック信
号により、入力信号のサンプリング動作を行って、Ａ／Ｄ変換を実行する。例えばアナロ
グの検出信号（所望信号）をデジタル信号（デジタルデータ）に変換する。ＤＳＰ部１１
０は、Ａ／Ｄ変換回路１００からのデジタル信号を受け、デジタル信号に対してデジタル
信号処理を行う。このＤＳＰ（Digital Signal Processing）部１１０は、クロック信号
生成回路１５０からのクロック信号に基づく動作クロック信号により動作して、フィルタ
ー処理等の各種のデジタル信号処理を実行する。
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【００９５】
　なお図４では、振動片１０が音叉型である場合の例を示しているが、本実施形態の振動
片１０はこのような構造に限定されない。例えばＴ字型やダブルＴ字型等であってもよい
。また振動片１０の圧電材料は水晶以外であってもよい。
【００９６】
　図５に本実施形態の回路装置２０の更に詳細な構成例を示す。回路装置２０は、振動片
１０（物理量トランスデューサー）からのフィードバック信号ＤＩを受けて、振動片１０
を駆動する駆動回路３０と、振動片１０からの検出信号ＩＱ１、ＩＱ２を受けて、所望信
号を検出する検出回路６０を含む。また回路装置２０は、制御部１４０、クロック信号生
成回路１５０を含む。更に、電源電圧ＶＤＤが入力される電源端子ＴＶＤＤと、レギュレ
ーター回路２２と、バッファー回路２４を含むことができる。
【００９７】
　電源端子ＴＶＤＤには、例えば外部電源電圧ＶＤＤが入力される。この電源電圧ＶＤＤ
はレギュレーター回路２２やバッファー回路２４に供給される。電源端子ＴＶＤＤは例え
ば回路装置（ＩＣチップ）におけるパッドである。
【００９８】
　レギュレーター回路２２は、電源端子ＴＶＤＤから供給される電源電圧ＶＤＤを降圧す
る電圧調整を行う。そして電圧調整により得られたレギュレート電源電圧ＶＤＤＬを、動
作電源電圧として駆動回路３０及び検出回路６０に供給する。またレギュレーター回路２
２は、レギュレート電源電圧ＶＤＤＬを制御部１４０、クロック信号生成回路１５０に供
給する。例えば外部からの電源電圧ＶＤＤとして２．７Ｖ～３．３Ｖの電圧が供給された
場合に、レギュレーター回路２２は、この電源電圧ＶＤＤを降圧する電圧調整を行って、
例えば１．８Ｖの一定電圧のレギュレート電源電圧ＶＤＤＬを駆動回路３０、検出回路６
０、制御部１４０、クロック信号生成回路１５０に供給する。
【００９９】
　そして図３に示すクロック信号生成回路１５０の電圧生成回路１６０は、このレギュレ
ート電源電圧ＶＤＤＬに基づいて電源電圧ＶＤＯＳを生成する。例えばレギュレート電源
電圧ＶＤＤＬを更に降圧した電源電圧ＶＤＯＳを生成する。
【０１００】
　バッファー回路２４には、電源電圧ＶＤＤが供給される。この電源電圧ＶＤＤはバッフ
ァー回路２４の高電位側電源電圧として用いられる。そしてバッファー回路２４は、駆動
回路３０からの駆動信号ＤＱを受けて、駆動信号ＤＱの振幅を増加させた高振幅の駆動信
号（増幅駆動信号）ＤＱＢを振動片１０（物理量トランスデューサー）に出力する。例え
ば駆動信号ＤＱの振幅を第１の振幅とした場合に、第１の振幅よりも大きい第２の振幅の
駆動信号ＤＱＢを振動片１０に出力する。この場合に駆動信号ＤＱ、ＤＱＢは矩形波の信
号であってもよいし、正弦波の信号であってもよい。
【０１０１】
　駆動回路３０は、振動片１０からのフィードバック信号ＤＩが入力される増幅回路３２
と、自動ゲイン制御を行うゲイン制御回路４０と、駆動信号ＤＱを振動片１０に出力する
駆動信号出力回路５０を含む。また同期信号ＳＹＣを検出回路６０に出力する同期信号出
力回路５２を含む。なお、駆動回路３０の構成は図５に限定されず、これらの構成要素の
一部を省略したり、他の構成要素を追加するなどの種々の変形実施が可能である。
【０１０２】
　増幅回路３２（Ｉ／Ｖ変換回路）は、振動片１０からのフィードバック信号ＤＩを増幅
する。例えば振動片１０からの電流の信号ＤＩを電圧の信号ＤＶに変換して出力する。こ
の増幅回路３２は、キャパシター、抵抗素子、演算増幅器などにより実現できる。
【０１０３】
　駆動信号出力回路５０は、増幅回路３２による増幅後の信号ＤＶに基づいて、駆動信号
ＤＱを出力する。例えば駆動信号出力回路５０が、矩形波（又は正弦波）の駆動信号を出
力する場合には、駆動信号出力回路５０はコンパレーター等により実現できる。
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【０１０４】
　ゲイン制御回路４０（ＡＧＣ）は、駆動信号出力回路５０に制御電圧ＤＳを出力して、
駆動信号ＤＱの振幅を制御する。具体的には、ゲイン制御回路４０は、信号ＤＶを監視し
て、発振ループのゲインを制御する。例えば駆動回路３０では、ジャイロセンサーの感度
を一定に保つために、振動片１０（駆動用振動片）に供給する駆動電圧の振幅を一定に保
つ必要がある。このため、駆動振動系の発振ループ内に、ゲインを自動調整するためのゲ
イン制御回路４０が設けられる。ゲイン制御回路４０は、振動片１０からのフィードバッ
ク信号ＤＩの振幅（振動片の振動速度ｖ）が一定になるように、ゲインを可変に自動調整
する。このゲイン制御回路４０は、増幅回路３２の出力信号ＤＶを全波整流する全波整流
器や、全波整流器の出力信号の積分処理を行う積分器などにより実現される。
【０１０５】
　同期信号出力回路５２は、増幅回路３２による増幅後の信号ＤＶを受け、同期信号ＳＹ
Ｃ（参照信号）を検出回路６０に出力する。この同期信号出力回路５２は、正弦波（交流
）の信号ＤＶの２値化処理を行って矩形波の同期信号ＳＹＣを生成するコンパレーターや
、同期信号ＳＹＣの位相調整を行う位相調整回路（移相器）などにより実現できる。
【０１０６】
　検出回路６０は、増幅回路６１、同期検波回路８１、Ａ／Ｄ変換回路１００、ＤＳＰ部
１１０を含む。増幅回路６１は、振動片１０からの第１、第２の検出信号ＩＱ１、ＩＱ２
を受けて、差動の信号増幅や電荷－電圧変換を行う。同期検波回路８１は、駆動回路３０
からの同期信号ＳＹＣに基づいて同期検波を行う。Ａ／Ｄ変換回路１００は、同期検波後
の信号のＡ／Ｄ変換を行う。ＤＳＰ部１１０はＡ／Ｄ変換回路１００からのデジタル信号
に対してデジタルフィルター処理やデジタル補正処理などのデジタル信号処理を行う。
【０１０７】
　制御部１４０は、回路装置２０の制御処理を行う。この制御部１４０は、ロジック回路
（ゲートアレイ等）やプロセッサー等により実現できる。回路装置２０での各種のスイッ
チ制御やモード設定等はこの制御部１４０により行われる。
【０１０８】
　３．干渉周波数
　振動片１０を駆動して角速度等の物理量を検出する回路装置においては、振動片１０の
駆動周波数と、検出回路６０のＡ／Ｄ変換回路１００のサンプリングクロック信号等（動
作用信号）との干渉により検出性能が劣化する可能性がある。例えば、駆動周波数成分と
Ａ／Ｄ変換回路１００のサンプリング周波数成分とが一致する干渉周波数において、角速
度コードのばらつき等が発生し、検出性能が劣化する。
【０１０９】
　なお、本実施形態では、駆動周波数の基本波成分（基本周波数成分）や高調波成分（高
調波周波数成分）を、駆動周波数成分と呼び、Ａ／Ｄ変換回路１００のサンプリング周波
数の基本周波数成分及び高調波周波数成分を、サンプリング周波数成分と呼ぶこととする
。
【０１１０】
　図６は、検出回路６０に供給されるＡ／Ｄ変換回路１００のサンプリングクロック信号
やＤＳＰ部１１０の動作クロック信号についての説明図である。
【０１１１】
　図６に示すように、振動片１０は駆動周波数ｆｄｒで駆動される。また同期検波回路８
１は、この駆動周波数ｆｄｒの同期信号に基づいて同期検波処理を行う。この駆動周波数
ｆｄｒには、振動片１０の個体差によるばらつきがある。
【０１１２】
　ここで、本実施形態の比較例の手法として、検出回路６０のＡ／Ｄ変換回路１００やＤ
ＳＰ部１１０等についても、駆動周波数ｆｄｒの駆動信号に基づく信号により動作させる
手法が考えられる。しかしながら、この比較例の手法では、駆動周波数ｆｄｒが例えば１
００ＫＨｚ程度である場合に、駆動信号に基づく信号は１００ＫＨｚ以下となるため、Ａ
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／Ｄ変換回路１００やＤＳＰ部１１０の高速動作を実現できない。
【０１１３】
　このため本実施形態では、発振回路１９０を有するクロック信号生成回路１５０を設け
、生成されたクロック信号に基づく動作用信号により、Ａ／Ｄ変換回路１００やＤＳＰ部
１１０等を動作させる手法を採用している。例えば図６では、発振周波数ｆｏｓのクロッ
ク信号をｉ分周し、分周により得られたサンプリング周波数ｆｓｍ＝ｆｏｓ／ｉのサンプ
リングクロック信号に基づいて、Ａ／Ｄ変換回路１００を動作させる。また、発振周波数
ｆｏｓのクロック信号を分周することにより得られたクロック周波数ｆｄｓｐの動作クロ
ック信号に基づいて、ＤＳＰ部１１０を動作させる。
【０１１４】
　このような本実施形態の回路装置においては、駆動信号の周波数との干渉を原因とする
角速度コードのばらつきの問題が発生する可能性がある。
【０１１５】
　図７は干渉周波数についての説明図である。図７の横軸は発振周波数であり、縦軸は角
速度コードばらつきの大きさを示したものである。駆動周波数成分と検出回路６０側の動
作周波数との干渉を原因とする角速度コードばらつきの問題が生じる。
【０１１６】
　例えば発振回路１９０の発振周波数をｆｏｓとし、ｉ、ｊ、ｋを１以上の整数とし、サ
ンプリングクロック信号等の動作用信号の周波数をｆｏｓ／ｉとする。ｉ≧２の場合は、
ｉはクロック信号の分周比に相当し、ｆｏｓ／ｉは、分周比ｉで分周されたサンプリング
クロック信号等の動作用信号の周波数になる。
【０１１７】
　この場合に干渉周波数はｊ×ｆｄｒ＝ｋ×ｆｏｓ／ｉが成り立つときの発振周波数であ
る。即ち、干渉周波数をｆｉｎとすると、ｆｏｓ＝ｆｉｎの場合に、ｊ×ｆｄｒ＝ｋ×ｆ
ｏｓ／ｉの関係式が成り立つ。
【０１１８】
　例えば図７のＩ１に示す干渉周波数では、１×ｆｄｒ＝ｆｓｍ＝ｆｏｓ／ｉが成り立っ
ている。例えばＩ１の干渉周波数をｆｏｓ＝ｆｉｎ１とすると、１×ｆｄｒ＝ｆｏｓ／ｉ
＝ｆｉｎ１／ｉが成り立つ。これはｊ×ｆｄｒ＝ｋ×ｆｏｓ／ｉの関係式（干渉条件）に
おいて、ｊ＝１、ｋ＝１の場合に相当する。
【０１１９】
　またＩ２に示す干渉周波数では、２×ｆｄｒ＝ｆｓｍ＝ｆｏｓ／ｉが成り立っている。
例えばＩ２に示す干渉周波数をｆｏｓ＝ｆｉｎ２とすると、２×ｆｄｒ＝ｆｏｓ／ｉ＝ｆ
ｉｎ２／ｉが成り立つ。これはｊ×ｆｄｒ＝ｋ×ｆｏｓ／ｉの関係式において、ｊ＝２、
ｋ＝１の場合に相当する。
【０１２０】
　またＩ３に示す干渉周波数では、３×ｆｄｒ＝ｆｓｍ＝ｆｏｓ／ｉが成り立っている。
例えばＩ３に示す干渉周波数をｆｏｓ＝ｆｉｎ３とすると、３×ｆｄｒ＝ｆｏｓ／ｉ＝ｆ
ｉｎ３／ｉが成り立つ。これはｊ×ｆｄｒ＝ｋ×ｆｏｓ／ｉの関係式において、ｊ＝３、
ｋ＝１の場合に相当する。
【０１２１】
　Ｉ４に示す干渉周波数では、３×ｆｄｒ＝２×ｆｓｍ＝２×ｆｏｓ／ｉが成り立ってい
る。例えばＩ４に示す干渉周波数をｆｏｓ＝ｆｉｎ４とすると、３×ｆｄｒ＝２×ｆｏｓ
／ｉ＝２×ｆｉｎ４／ｉが成り立つ。これはｊ×ｆｄｒ＝ｋ×ｆｏｓ／ｉの関係式におい
て、ｊ＝３、ｋ＝２の場合に相当する。
【０１２２】
　Ｉ５に示す干渉周波数では、５×ｆｄｒ＝２×ｆｓｍ＝２×ｆｏｓ／ｉが成り立ってい
る。例えばＩ５に示す干渉周波数をｆｏｓ＝ｆｉｎ５とすると、５×ｆｄｒ＝２×ｆｏｓ
／ｉ＝２×ｆｉｎ５／ｉが成り立つ。これはｊ×ｆｄｒ＝ｋ×ｆｏｓ／ｉの関係式におい
て、ｊ＝５、ｋ＝２の場合に相当する。
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【０１２３】
　このように干渉周波数においては、ｊ×ｆｄｒ＝ｋ×ｆｓｍ＝ｋ×ｆｏｓ／ｉの関係式
で表される干渉条件が成り立つ。ここで、ｊ×ｆｄｒは、駆動周波数ｆｄｒの高調波成分
（ｊ≧２）や基本波成分（ｊ＝１）に相当する。またｆｓｍ＝ｆｏｓ／ｉは、Ａ／Ｄ変換
回路１００のサンプリング周波数（広義には動作用信号の周波数）である。従って、干渉
条件であるｊ×ｆｄｒ＝ｋ×ｆｏｓ／ｉは、駆動周波数ｆｄｒの高調波成分（ｊ≧２）や
基本波成分（ｊ＝１）が、サンプリング周波数ｆｏｓ／ｉのｋ倍に一致するという条件に
なる。
【０１２４】
　なお、図７に示す干渉周波数での角速度コードばらつきは、Ａ／Ｄ変換回路１００の入
力信号に混入した不要信号の周波数成分（駆動周波数成分）が、Ａ／Ｄ変換回路１００の
サンプリング動作により、信号帯域に折り返すことなどが原因で発生する。従って、干渉
周波数での角速度コードばらつきは、実際には、ｊ×ｆｄｒとｋ×ｆｓｍとが完全に一致
する場合ではなく、ｊ×ｆｄｒとｋ×ｆｓｍの周波数差Δｆが十分に小さい場合に、顕著
に現れる。具体的には、周波数差Δｆが、所望信号の周波数帯域である信号帯域の周波数
（例えば２００Ｈｚ～１０Ｈｚ）よりも低い場合には、周波数差Δｆによる折り返しノイ
ズが信号帯域に現れるため、角速度コードばらつき（揺れ）の問題が生じることになる。
周波数差Δｆが大きい場合には、ＤＳＰ部１１０の帯域制限用のローパスフィルターによ
り、折り返しノイズは十分に低減されるため、角速度コードばらつきも発生しないように
なる。このように、本実施形態において避けるべき干渉周波数は、所与の周波数幅（信号
帯域幅、Δｆ）を有するものと言うことができる。
【０１２５】
　そして本実施形態では、発振回路１９０の発振周波数を、このような干渉周波数を避け
た周波数に設定する手法を採用している。即ち、発振周波数をｆｏｓとし、ｉ、ｊを１以
上の整数とし、動作用信号の周波数をｆｏｓ／ｉとした場合に、ｊ×ｆｄｒ≠ｆｏｓ／ｉ
となるように発振周波数ｆｏｓを設定する。動作用信号の周波数ｆｏｓ／ｉは、Ａ／Ｄ変
換回路１００のサンプリングクロック信号やＤＳＰ部１１０の動作クロック信号（出力デ
ータレート）の周波数である。
【０１２６】
　このように、ｊ×ｆｄｒ≠ｆｏｓ／ｉとなるように発振周波数ｆｏｓを設定すれば、図
７のＩ１、Ｉ２、Ｉ３に示す干渉周波数を避けた周波数に、発振周波数ｆｏｓを設定でき
るようになる。従って、Ｉ１、Ｉ２、Ｉ３に示す大きな値の角速度コードばらつきの発生
を低減できるようになり、検出性能の劣化を低減できる。
【０１２７】
　更に本実施形態では、ｋを１以上の整数とした場合に、ｊ×ｆｄｒ≠ｋ×ｆｏｓ／ｉと
なるように発振周波数ｆｏｓを設定することが望ましい。即ち、図７のＩ１、Ｉ２、Ｉ３
に示すようなｋ＝１の場合の干渉周波数のみならず、Ｉ４、Ｉ５に示すようなｋ≧２の場
合の干渉周波数についても避けた周波数に、発振周波数ｆｏｓを設定する。このようにす
れば、Ｉ１、Ｉ２、Ｉ３に示すような大きな値の角速度コードばらつきの発生のみならず
、Ｉ４、Ｉ５に示すような比較的小さな値の角速度コードばらつきの発生についても防止
できるようになる。
【０１２８】
　そして本実施形態では、このようなｊ×ｆｄｒ≠ｋ×ｆｏｓ／ｉとなる発振周波数ｆｏ
ｓの調整を、図１の第２の周波数調整部１９２等による周波数調整により実現している。
例えば図３の可変容量回路１９７の容量値の調整等により実現している。
【０１２９】
　例えば駆動信号に基づく信号により、検出回路６０の回路を動作させる比較例の手法で
は、図７に示すような干渉周波数の問題は生じない。
【０１３０】
　これに対して本実施形態では、検出回路６０の回路の高速動作を実現するために、発振
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回路１９０を有するクロック信号生成回路１５０を設け、生成されたクロック信号に基づ
く動作用信号により、検出回路６０の回路（Ａ／Ｄ変換回路、ＤＳＰ部）を動作させてい
る。そして駆動信号の駆動周波数と、発振回路１９０の発振周波数とは、別個独立のもの
であり、相関性がない。このため図７に示すような干渉周波数の問題が発生してしまう。
そして、このような干渉周波数の問題を解消するために、本実施形態では以下に説明する
ような発振周波数の調整手法を採用している。
【０１３１】
　図８は本実施形態の発振周波数の調整手法の説明図である。図８において横軸は駆動周
波数であり、縦軸は周波数調整のターゲット発振周波数である。
【０１３２】
　図８においてＩＬ１、ＩＬ２は図７で説明した干渉周波数のラインである。この干渉周
波数ラインＩＬ１、ＩＬ２上では、角速度コードばらつきの問題が発生する。また図８で
は、振動片Ａと振動片Ｂの例が示されている。振動片Ａと振動片Ｂとでは、駆動周波数（
ティピカル値）が異なっている。例えば回路装置とペアとなってパッケージに組み込まれ
る振動片として、２種類の振動片Ａ、Ｂがある。駆動周波数が異なる振動片Ａ、Ｂを用い
ることで例えば多軸ジャイロセンサーにおける軸間干渉の低減等も可能になる。
【０１３３】
　図８に示すように振動片Ａ、Ｂの駆動周波数には個体差があり、振動片Ａの駆動周波数
はＲＤＡの範囲でばらつき、振動片Ｂの駆動周波数はＲＤＢの範囲でばらつく。ＲＤＡは
、振動片Ａの駆動周波数のティピカル値ｆｄａを中心とする駆動周波数のばらつきの範囲
である。ＲＤＢは、振動片Ｂの駆動周波数のティピカル値ｆｄｂを中心とする駆動周波数
のばらつき範囲である。
【０１３４】
　そして、回路装置に振動片Ａと振動片Ｂのいずれが接続されたかに応じて（いずれの振
動片と回路装置とで物理量検出装置が構成されたかに応じて）、図８のＲＣＡの範囲の粗
調整を行う。この粗調整は、図３の電圧生成回路１６０が供給する電源電圧ＶＤＯＳの電
圧調整により実現する。図８では電源電圧ＶＤＯＳの電圧調整により、例えば５００ＫＨ
ｚ／ステップでの発振周波数の粗調整が可能になる。
【０１３５】
　例えば回路装置に接続される振動片が振動片Ａ（広義には第１の物理量トランスデュー
サー）である場合には、電圧生成回路１６０は電源電圧ＶＤＯＳとして第１の電圧を供給
する。一方、回路装置に接続される振動片が、振動片Ａとは駆動周波数が異なる振動片Ｂ
（広義には第２の物理量トランスデューサー）である場合には、電圧生成回路１６０は電
源電圧ＶＤＯＳとして第１の電圧と異なる第２の電圧を供給する。
【０１３６】
　具体的には、振動片Ａは振動片Ｂに比べて駆動周波数が低い。このため、回路装置に振
動片Ａが接続されて物理量検出装置が構成される場合には、振動片Ａの低い駆動周波数に
対応して、発振周波数の調整範囲も低い周波数範囲に設定することが望ましい。従って、
振動片Ａが接続される場合には、電圧生成回路１６０は、電源電圧ＶＤＯＳとして、第２
の電圧に比べて低い第１の電圧を、ＣＲ発振回路１７０（広義には発振回路１９０）に供
給する。こうすることで、ＣＲ発振回路１７０の発振周波数が低くなり、振動片Ａの低い
駆動周波数に対応して、発振周波数の調整範囲を低い周波数範囲に設定できるようになる
。
【０１３７】
　一方、振動片Ｂは振動片Ａに比べて駆動周波数が高い。このため、回路装置に振動片Ｂ
が接続されて物理量検出装置が構成される場合には、振動片Ｂの高い駆動周波数に対応し
て、発振周波数の調整範囲も高い周波数範囲に設定することが望ましい。従って、振動片
Ｂが接続される場合には、電圧生成回路１６０は、電源電圧ＶＤＯＳとして、第１の電圧
に比べて高い第２の電圧を、ＣＲ発振回路１７０に供給する。こうすることで、ＣＲ発振
回路１７０の発振周波数が高くなり、振動片Ｂの高い駆動周波数に対応して、発振周波数
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の調整範囲を高い周波数範囲に設定できるようになる。
【０１３８】
　また図８において、ＶＬＡは振動片Ａの場合の発振周波数の調整ラインであり、ＶＬＢ
は振動片Ｂの場合の発振周波数の調整ラインである。例えば振動片Ａが回路装置に接続さ
れた場合には、調整ラインＶＬＡを用いて発振周波数を調整する。この調整ラインＶＬＡ
は、干渉周波数ラインＩＬ１とＩＬ２の中間に設定されるラインである。
【０１３９】
　図８のＲＤＡに示すように、振動片Ａの駆動周波数には個体差によるばらつきが存在す
る。一方、振動片Ａに回路装置が接続されて、物理量検出装置としてパッケージされた状
態においては、駆動周波数を測定することで、振動片Ａの駆動周波数を一意に特定できる
。そして測定された駆動周波数がｆｄｒ＝ｆｄ１である場合には、図８に示すように、ｆ
ｄｒ＝ｆｄ１と調整ラインＶＬＡとから、ターゲット発振周波数ｆｔ１を求める。例えば
ｆｄｒ＝ｆｄ１のラインと調整ラインＶＬＡの交点から、ターゲット発振周波数ｆｔ１を
求めることができる。そして発振周波数がｆｏｓ＝ｆｔ１に設定されるように、第２の周
波数調整部１９２により周波数調整を行う。具体的には、発振周波数がｆｏｓ＝ｆｔ１に
設定されるように、可変容量回路１９７の容量値を調整する。
【０１４０】
　また、測定された駆動周波数がｆｄｒ＝ｆｄ２である場合には、ｆｄｒ＝ｆｄ２と調整
ラインＶＬＡとから、ターゲット発振周波数ｆｔ２を求める。そして発振周波数がｆｏｓ
＝ｆｔ２に設定されるように、第２の周波数調整部１９２（可変容量回路１９７）により
周波数調整を行う。
【０１４１】
　同様に、図８のＲＤＢに示すように、振動片Ｂの駆動周波数には個体差によるばらつき
が存在するが、振動片Ｂに回路装置が接続された状態においては、駆動周波数を測定する
ことで、振動片Ｂの駆動周波数を一意に特定できる。そして測定された駆動周波数がｆｄ
ｒ＝ｆｄ３である場合には、ｆｄｒ＝ｆｄ３と調整ラインＶＬＢとから、ターゲット発振
周波数ｆｔ３を求める。そして発振周波数がｆｏｓ＝ｆｔ３に設定されるように、第２の
周波数調整部１９２（可変容量回路１９７）により周波数調整を行う。
【０１４２】
　以上のようにすることで本実施形態では、干渉周波数を避けた周波数に発振周波数ｆｏ
ｓを設定できるようになる。即ち、第２の周波数調整部１９２（可変容量回路１９７）に
よる周波数調整により、ｊ×ｆｄｒ≠ｋ×ｆｏｓ／ｉとなるように発振周波数ｆｏｓを設
定できる。
【０１４３】
　そして図８に示すように、発振周波数の調整ラインＶＬＡ、ＶＬＢは干渉周波数ライン
ＩＬ１、ＩＬ２の中間に位置する。従って、後述する図１１のように、温度変化によって
発振周波数が変動した場合にも、図７で説明した干渉周波数による角速度コードばらつき
の発生を低減できるようになる。例えば駆動周波数がｆｄｒ＝ｆｄ１である場合には、温
度変化による発振周波数の変動が、周波数範囲ＲＳ１内に収まっていれば、干渉周波数ラ
インＩＬ１、ＩＬ２との干渉を回避できる。駆動周波数がｆｄｒ＝ｆｄ２である場合には
、温度変化による発振周波数の変動が、周波数範囲ＲＳ２内に収まっていれば、干渉周波
数ラインＩＬ１、ＩＬ２との干渉を回避できる。ｆｄｒ＝ｆｄ３の場合も同様である。
【０１４４】
　４．クロック信号生成回路の詳細な構成
　次に図９を用いてクロック信号生成回路１５０の詳細な構成例を説明する。図９には、
電圧生成回路１６０や、ＣＲ発振回路１７０を構成する増幅回路１８０、可変抵抗回路１
９６及び可変容量回路１９７の詳細な構成例が示されている。
【０１４５】
　電圧生成回路１６０は演算増幅器ＯＰＡ、抵抗素子ＲＢ１、ＲＢ２、ＲＢ３、スイッチ
素子ＳＢ１、ＳＢ２を有する。抵抗素子ＲＢ１、ＲＢ２、ＲＢ３は、電源電圧ＶＤＯＳの
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出力ノードとＶＳＳのノードの間に直列接続される。演算増幅器ＯＰＡの反転入力端子（
第１の端子）は、演算増幅器ＯＰＡの出力ノードに接続される。演算増幅器ＯＰＡの非反
転入力端子（第２の端子）は、スイッチ素子ＳＢ１を介して抵抗素子ＲＢ１とＲＢ２の接
続ノードに接続されると共に、スイッチ素子ＳＢ２を介して抵抗素子ＲＢ２とＲＢ３の接
続ノードに接続される。演算増幅器ＯＰＡの反転入力端子と非反転入力端子の間には、仕
事関数差に基づく電圧が発生している。
【０１４６】
　図８で説明した電源電圧に基づく粗調整（ＲＣＡ）は、スイッチ素子ＳＢ１、ＳＢ２の
オン・オフ制御により実現される。例えば回路装置に振動片Ａが接続される場合には、ス
イッチ素子ＳＢ２をオンにして、スイッチ素子ＳＢ１をオフにする。こうすることで、電
源電圧ＶＤＯＳが低い第１の電圧に設定されて、ＣＲ発振回路１７０の発振周波数は低く
なる。これにより図８の調整ラインＶＬＡでの発振周波数の調整が可能になる。
【０１４７】
　一方、回路装置に振動片Ｂが接続される場合には、スイッチ素子ＳＢ１をオンにして、
スイッチ素子ＳＢ２をオフにする。こうすることで、電源電圧ＶＤＯＳが高い第２の電圧
に設定されて、ＣＲ発振回路１７０の発振周波数は高くなる。これにより調整ラインＶＬ
Ｂでの発振周波数の調整が可能になる。
【０１４８】
　増幅回路１８０は、ＮＡＮＤ回路ＮＡ、インバーター回路ＩＶ１、ＩＶ２を有する。イ
ンバーター回路ＩＶ１の出力は、キャパシターＣを介して、増幅回路１８０の入力ノード
ＮＩに帰還される。インバーター回路ＩＶ２の出力は、可変抵抗回路１９６を介して、増
幅回路１８０の入力ノードＮＩに帰還される。ＮＡＮＤ回路ＮＡの第１の入力が、増幅回
路１８０の入力になり、ＮＡＮＤ回路ＮＡの第２の入力にはイネーブル信号ＥＮが入力さ
れる。イネーブル信号ＥＮがＨレベルになるとＣＲ発振回路１７０が動作イネーブル状態
に設定され、イネーブル信号ＥＮがＬレベルになると動作ディスエーブル状態に設定され
る。
【０１４９】
　可変抵抗回路１９６は、直列接続される複数の抵抗素子Ｒ１～Ｒ６と、複数の抵抗素子
Ｒ１～Ｒ６の各抵抗素子に対して各ヒューズ素子が並列に接続される複数のヒューズ素子
ＦＵ１～ＦＵ６（広義にはスイッチ素子）を有する。例えばヒューズ素子ＦＵ１は抵抗素
子Ｒ１と並列に接続され、ヒューズ素子ＦＵ２は抵抗素子Ｒ２と並列に接続される。ヒュ
ーズ素子ＦＵ３～ＦＵ６と抵抗素子Ｒ３～Ｒ６の接続構成も同様である。また可変抵抗回
路１９６は、複数の抵抗素子Ｒ１～Ｒ６に直列接続される基準抵抗素子Ｒ７を有する。即
ち、複数の抵抗素子Ｒ１～Ｒ６及び基準抵抗素子Ｒ７は、増幅回路１８０の出力ノードＮ
Ｑと入力ノードＮＩとの間に直列接続される。
【０１５０】
　可変容量回路１９７は、可変容量素子ＣＶ１～ＣＶ４と容量制御電圧出力回路ＢＣ１～
ＢＣ４を有する。可変容量素子ＣＶ１～ＣＶ４の一端は、増幅回路１８０の出力ノードＮ
Ｑに接続され、他端は容量制御電圧出力回路ＢＣ１～ＢＣ４の出力に接続されている。可
変容量素子ＣＶ１～ＣＶ４は、容量制御電圧出力回路ＢＣ１～ＢＣ４が出力した容量制御
電圧により容量が変化する素子である。可変容量素子ＣＶ１～ＣＶ４は例えばバリキャッ
プ（バラクター）などにより実現できる。可変容量回路１９７は、例えばバイナリーに重
みづけられた可変容量素子のアレイにより実現することができ、この場合には容量制御電
圧による制御はハイレベルとローレベルの２値制御になる。この可変容量回路１９７によ
れば例えば３０ＫＨｚ／ステップでの発振周波数の微調整が可能になる。
【０１５１】
　電圧生成回路１６０は、トランジスターの仕事関数差に基づいて、例えば負の温度特性
（第１の温度特性）を有する電源電圧ＶＤＯＳを生成して、ＣＲ発振回路１７０の増幅回
路１８０の電源として供給する。例えば電圧生成回路１６０（レギュレーター回路）には
高電位側の電源電圧ＶＤＤＬと低電位側の電源電圧ＶＳＳ（ＧＮＤ）が供給される。そし
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て電圧生成回路１６０は、第１のトランジスターと、第１のトランジスターとはゲート電
極の導電性が異なる第２のトランジスターを有する。例えば第１のトランジスターのゲー
ト電極がＮ型である場合には、第２のトランジスターのゲート電極はＰ型となっている。
そして電圧生成回路１６０は、第１、第２のトランジスターの仕事関数差に対応する電圧
を、電源電圧ＶＤＯＳとして供給する。即ち、異種ゲートの仕事関数差に基づく電源電圧
ＶＤＯＳを供給する。仕事関数差に基づく電源電圧ＶＤＯＳは、例えば負の温度特性を有
しており、温度が上昇すると電源電圧ＶＤＯＳは低くなる。
【０１５２】
　具体的には電圧生成回路１６０の演算増幅器ＯＰＡは、差動部と出力部を有する。差動
部は、カレントミラー回路と、差動対を構成する第１、第２のトランジスターと、電流源
を有する。そして、差動対を構成する第１のトランジスターは、第２のトランジスターと
はゲート電極の導電性が異なるトランジスターになっている。例えば第１のトランジスタ
ーのゲート電極はＮ型であり、第２のトランジスターのゲート電極はＰ型となっている。
例えば第１のトランジスターと第２のトランジスターは、基板の不純物濃度やチャネルの
不純物濃度は同じであるが、ゲート電極の導電性が異なっており、ゲート電極の不純物濃
度が異なっている。
【０１５３】
　例えばＭＯＳトランジスターのしきい値電圧は、Ｖｔｈ＝φＭＳ－ＱＳＳ／ＣＯＸ＋２
φＦ＋ＱＤ／ＣＯＸと表すことができる。ここでφＭＳは、ゲート電極と基板の仕事関数
差であり、ＱＳＳは酸化膜内の固定電荷であり、ＣＯＸはゲート酸化膜の単位面積当たり
の容量であり、φＦはフェルミ準位であり、ＱＤは空乏層内の電荷である。第１のトラン
ジスターのＮ型ゲート電極の不純物濃度と、第２のトランジスターのＰ型ゲート電極の不
純物濃度の設定により、デプレッション型の第１のトランジスターのしきい値電圧ＶＴＮ
は例えば－０．５２Ｖに設定される。一方、エンハンスメント型の第２のトランジスター
のしきい値電圧ＶＴＰは例えば０．４５Ｖに設定される。これにより、演算増幅器ＯＰＡ
の反転入力端子と非反転入力端子の間には、仕事関数差に基づく電圧ＶＯＦ＝ＶＴＰ－Ｖ
ＴＮ＝０．９７Ｖが発生するようになる。従って、この仕事関数差に基づく電圧ＶＯＦに
よって設定される電源電圧ＶＤＯＳは、電源電圧ＶＤＤＬが変動した場合にも一定の電圧
になると共に、負の温度特性を有するようになる。
【０１５４】
　一方、ＣＲ発振回路１７０の発振周波数は、電源電圧ＶＤＯＳが固定電圧（一定）の場
合には正の温度特性を有する。即ち、電源電圧ＶＤＯＳが固定となる条件では、温度が上
昇すると発振周波数は高くなる。
【０１５５】
　例えばＮＡＮＤ回路ＮＡやインバーター回路ＩＶ１、ＩＶ２の各回路の信号遅延の影響
を除外した場合のＣＲ発振回路１７０の発振周波数をｆ０とする。するとＣＲ発振回路１
７０の発振周波数ｆ０は、一般的には下式（１）のように表される。
【０１５６】
　ｆ０＝１／（２．２×Ｃ×Ｒ）　（１）
　本実施形態では、抵抗Ｒ（Ｒ１～Ｒ７）として負の温度特性の抵抗を使用している。例
えば抵抗Ｒ（Ｒ１～Ｒ７）としてポリシリコン抵抗等を使用する。ポリシリコン抵抗は負
の温度特性を有するため、温度が上昇すると抵抗Ｒの抵抗値は低くなる。従って、温度が
上昇すると、発振周波数ｆ０＝１／（２．２×Ｃ×Ｒ）は高くなる。即ち、ＮＡＮＤ回路
等の各回路の信号遅延の影響を除外した発振周波数ｆ０は正の温度特性を有する。
【０１５７】
　またＮＡＮＤ回路ＮＡ、インバーター回路ＩＶ１、ＩＶ２の各回路を構成するＭＯＳの
トランジスターのしきい値電圧は負の温度特性を有しており、温度が上昇するとしきい値
電圧は低下する。しきい値電圧が低下すると、ＮＡＮＤ回路等の各回路での信号の遅延時
間は短くなり、ＣＲ発振回路１７０の発振周波数は上昇する。例えば各回路の負荷容量を
ＣＬとし、ドレイン電流をＩＤとし、電源電圧をＶＤＯＳとし、所定係数をｋとすると、
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各回路での遅延時間は下式（２）のように表すことができる。
【０１５８】
　ｔｄ＝ｋ｛（ＣＬ×ＶＤＯＳ）／ＩＤ｝　（２）
　上式（２）より、温度が上昇して、しきい値電圧が低下すると、ドレイン電流ＩＤが増
加することで、遅延時間ｔｄは短くなり、電源電圧ＶＤＯＳが固定の場合の発振周波数は
上昇する。
【０１５９】
　図１０（Ａ）は、電源電圧ＶＤＯＳが固定の場合の発振周波数の温度特性（シミュレー
ション結果）を示す図である。上述したように、温度が上昇すると、抵抗Ｒ（Ｒ１～Ｒ７
）の抵抗値が低くなってｆ０＝１／（２．２×Ｃ×Ｒ）が高くなると共に、ＮＡＮＤ回路
等の各回路の遅延時間ｔｄが短くなる。従って、図１０（Ａ）に示すように、電源電圧Ｖ
ＤＯＳが固定の場合のＣＲ発振回路１７０の発振周波数は、温度が上昇すると高くなり、
正の温度特性を有する。
【０１６０】
　図１０（Ｂ）は、電源電圧ＶＤＯＳの温度特性（シミュレーション結果）を示す図であ
る。上述したように本実施形態では、電圧生成回路１６０が、トランジスターの仕事関数
差に基づいて負の温度特性の電源電圧ＶＤＯＳを生成する。従って、図１０（Ｂ）に示す
ように、電源電圧ＶＤＯＳは温度が上昇すると減少し、負の温度特性を有する。
【０１６１】
　図１１は、ＣＲ発振回路１７０の発振周波数の変動率（実機測定結果）を示す図である
。本実施形態では、図１０（Ａ）のように電源電圧ＶＤＯＳが固定の場合に発振周波数が
正の温度特性を有するＣＲ発振回路１７０に対して、図１０（Ｂ）に示すように負の温度
特性の電源電圧ＶＤＯＳを供給する。このようにすれば、ＣＲ発振回路１７０の単体での
発振周波数が持つ正の温度特性（図１０（Ａ））を、電源電圧ＶＤＯＳの負の温度特性（
図１０（Ｂ））で打ち消すことが可能になる。これにより図１１に示すように、温度変動
に対する発振周波数の変動率を低く抑えることができる。このように本実施形態によれば
、発振周波数の適正な温度補償が可能になり、温度変動に対する周波数の変動率が低いク
ロック信号を供給できるようになる。
【０１６２】
　例えば従来では、発振周波数の温度補償を実現するために、基準電圧生成回路や発振回
路の増幅回路に加えて、演算増幅器等の他の回路要素を別途設ける必要があった。このた
め、消費電力や回路規模の増加を招くという問題があった。
【０１６３】
　これに対して本実施形態では、ＣＲ発振回路１７０に対して、図１０（Ｂ）のような負
の温度特性の電源電圧ＶＤＯＳを供給する電圧生成回路１６０を設けるだけで、発振周波
数の温度補償を実現できる。従って、消費電流や回路規模の増加を抑えながら発振周波数
の温度補償を実現できるようになる。
【０１６４】
　即ち、一般的な温度補償は、正負の異なる温度特性の回路素子を組合わせることで実現
される。これに対して本実施形態では、電源電圧固定時のＣＲ発振回路１７０の発振周波
数が図１０（Ａ）のような正の温度特性を有することに着目し、この正の温度特性を打ち
消す（相殺する）ような負の温度特性の電源電圧ＶＤＯＳをＣＲ発振回路１７０に供給し
ている。このような負の温度特性の電源電圧ＶＤＯＳはトランジスターの仕事関数差を利
用して、小さな回路規模の簡素な回路構成で生成できるため、回路規模の増加を最小限に
抑えることができる。また仕事関数差を利用することで、電源電圧変動に対する発振周波
数の変動も低く抑えることができる。即ち、電源電圧ＶＤＤＬが変動した場合にも、仕事
関数差に基づく電源電圧ＶＤＯＳの変動を最小限にできる。従って、このような仕事関数
差に基づく負の温度特性の電源電圧ＶＤＯＳの供給により、ＣＲ発振回路１７０の正の温
度特性を相殺すれば、温度変動に対する発振周波数の変動のみならず、電源電圧変動に対
する発振周波数の変動も最小限に抑えることが可能になる。
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【０１６５】
　またＣＲ発振回路１７０は、例えば水晶等の振動片を用いた発振回路に比べて、起動時
間が短く、安定した高速のクロック信号を早期に供給できるという利点がある。従って、
ＣＲ発振回路１７０により生成されたクロック信号を用いて、回路装置の動作用信号を生
成すれば、回路装置の起動や動作速度の高速化を実現できる。
【０１６６】
　５．可変抵抗回路を用いた発振周波数の調整
　次に可変抵抗回路１９６を用いた発振周波数の調整手法について説明する。発振周波数
の調整については、半導体ウェハープロセスによるトランジスターや抵抗などの素子ばら
つきに対して、可変抵抗回路１９６を用いて所望の発振周波数に調整することを目的とし
ている。
【０１６７】
　図９の可変抵抗回路１９６の抵抗素子Ｒ１～Ｒ６の抵抗値は例えばバイナリーで重み付
けされている。例えばＲ１～Ｒ６の各抵抗素子は、１又は複数のユニット抵抗により構成
されている。例えばＲ１は２０＝１個の抵抗ユニットで構成され、Ｒ２は直列接続された
２１＝２個の抵抗ユニットにより構成され、Ｒ３は直列接続された２２個の抵抗ユニット
により構成される。同様に、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６は、各々、直列接続された２３個、２４個
、２５個の抵抗ユニットにより構成される。従って、ユニット抵抗の抵抗値をＲＵとする
と、Ｒ１の抵抗値は２０×ＲＵ（＝ＲＵ）、Ｒ２の抵抗値は２１×ＲＵ（＝２×ＲＵ）、
Ｒ３の抵抗値は２２×ＲＵ、Ｒ４の抵抗値は２３×ＲＵ、Ｒ５の抵抗値は２４×ＲＵ、Ｒ
６の抵抗値は２５×ＲＵに設定される。
【０１６８】
　一方、Ｒ７は、基準となる発振周波数を設定するための基準抵抗素子であり、Ｒ７の抵
抗値である基準抵抗値をＲＢとすると、ＲＢは例えばＲ６と同程度の抵抗値に設定できる
。このように設定することで、可変抵抗回路１９６の抵抗値を所定範囲内（例えばＲＢ～
ＲＢ＋ＲＵ×（２６－１）の範囲）で可変に設定できるようになる。
【０１６９】
　図９に示すように、ＦＵ１～ＦＵ６の各ヒューズ素子は、Ｒ１～Ｒ６の各抵抗素子と並
列に設けられている。そしてヒューズカット前においては、全てのヒューズ素子ＦＵ１～
ＦＵ６が非カット状態となっている。従って、可変抵抗回路１９６の抵抗値は、Ｒ７の基
準抵抗値ＲＢ（正確には、ＲＢ＋ヒューズ素子等の寄生抵抗値）に設定される。そして、
この状態でＣＲ発振回路１７０の発振周波数が計測される。計測された発振周波数をｆｒ
とすると、例えば下式（３）に示すようにｆｒの一次式で表されるトリミング式によりヒ
ューズ値が計算される。なおａ、ｂは定数である。
【０１７０】
　ヒューズ値＝ａ×ｆｒ＋ｂ　　（３）
　計算されたヒューズ値に基づいて、ヒューズ素子ＦＵ１～ＦＵ６のいずれをカット（ト
リミング）するかが決定される。例えばトリミング式で計算されたヒューズ値に基づいて
、ヒューズＦＵ１、ＦＵ３、ＦＵ４、ＦＵ５がカットされたとする。この場合には、可変
抵抗回路１９６の抵抗値は、ＲＢ＋Ｒ１＋Ｒ３＋Ｒ４＋Ｒ５（＋寄生抵抗値）になる。
【０１７１】
　具体的にはヒューズ値（整数に変換した後のヒューズ値）をバイナリー表現のデータに
変換することで、カットするヒューズ素子を決定できる。例えばヒューズ値＝１＝２０で
あれば、ヒューズ素子ＦＵ１をカットし、ヒューズ値＝２＝２１であれば、ヒューズ素子
ＦＵ２をカットする。また、ヒューズ値＝３＝２０＋２１であれば、ヒューズ素子ＦＵ１
及びＦＵ２をカットし、ヒューズ値＝４＝２２であれば、ヒューズ素子ＦＵ３をカットし
、ヒューズ値＝５＝２０＋２２であれば、ヒューズ素子ＦＵ１及びＦＵ３をカットする。
即ち、ヒューズＦＵ１がバイナリー表現のヒューズ値のＬＳＢに相当し、ヒューズＦＵ２
がＬＳＢの次のビットに相当し、ヒューズＦＵ３がその次のビットに相当する。同様にヒ
ューズＦＵ６はバイナリー表現のヒューズ値のＭＳＢに相当する。そしてヒューズ値のＬ
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ＳＢが１であれば、ヒューズＦＵ１をカットし、０であればカットしない。ＬＳＢの次の
ビットが１であれば、ヒューズＦＵ２をカットし、０であればカットしない。
【０１７２】
　図１２は、ヒューズカット前に測定された発振周波数ｆｒと、ヒューズターゲット値及
びトリミング式（式（３））で計算されたヒューズ値との関係を示す図である。
【０１７３】
　例えば図１２は、プロセス条件を振ったシミュレーションを行って、発振周波数をター
ゲット周波数に設定するヒューズターゲット値（ヒューズ値のターゲット値）を求めたも
のである。図１２のＦＴ１（黒丸）は、ヒューズカット前の発振周波数がｆｒ＝ｆａであ
る場合の、ヒューズターゲット値である。また、図１２のＴＲ１は、ヒューズターゲット
値ＦＴ１に対して設定されたヒューズターゲット範囲である。ターゲット周波数が例えば
４ＭＨｚである場合には、ヒューズターゲット範囲ＴＲ１は、発振周波数が例えば４ＭＨ
ｚ±５％になる範囲に対して設定される。即ち、特定のプロセス条件でヒューズカット前
の発振周波数がｆｒ＝ｆａである場合には、ヒューズ値がヒューズターゲット範囲ＴＲ１
内に入っていれば、発振周波数は４ＭＨｚ±５％の範囲に収まることになる。
【０１７４】
　図１２のＢ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４に示すように、プロセス条件に応じてヒューズターゲ
ット値は変化する。
【０１７５】
　例えば図１２のＢ１は、増幅回路１８０のトランジスターのしきい値電圧が高く、可変
抵抗回路１９６の抵抗値やキャパシターＣの容量値が大きいというプロセス条件に対応す
るヒューズターゲット値である。即ち、当該プロセス条件で行ったヒューズターゲット値
のシミュレーション結果である。この場合には、ヒューズカット前の発振周波数ｆｒは低
い周波数になっており、発振周波数をターゲット周波数に設定するヒューズ値は小さな値
となる。従って、ヒューズ値が小さな値になる設定（カットされるヒューズの数が少ない
）でヒューズをカットすることで、発振周波数をターゲット周波数に近づけることができ
る。
【０１７６】
　一方、図１２のＢ４は、増幅回路１８０のトランジスターのしきい値電圧が低く、可変
抵抗回路１９６の抵抗値やキャパシターＣの容量値が小さいというプロセス条件に対応す
るヒューズターゲット値である。この場合には、ヒューズカット前の発振周波数ｆｒは高
い周波数になっており、発振周波数をターゲット周波数に設定するヒューズ値は大きな値
となる。従って、ヒューズ値が大きな値になる設定（カットされるヒューズの数が多い）
でヒューズをカットすることで、発振周波数をターゲット周波数に近づけることができる
。
【０１７７】
　そして上式（３）のヒューズ値のトリミング式の係数ａ、ｂは、図１２のヒューズター
ゲット値のシミュレーション結果に基づき設定できる。
【０１７８】
　しかしながら、図１２のＡ１、Ａ２に示すように、トリミング式から求められたヒュー
ズ値が、ヒューズターゲット範囲（ターゲット周波数±５％）から外れてしまう場合があ
る。例えばヒューズカット前の発振周波数がｆｒ＝ｆａである場合のヒューズ値（白丸）
は、ヒューズターゲット値ＦＴ１（黒丸）のヒューズターゲット範囲ＴＲ１（４ＭＨｚ±
５％）から外れている。これは、上式（３）のトリミング式はｆｒの一次式であり、図１
２のＢ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４に示すようにプロセス条件を振った場合のヒューズターゲッ
ト値は、このような一次式のトリミング式で正確にフィッティングすることができないか
らである。即ち、トランジスターのしきい値電圧のばらつき等が原因で、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ
３、Ｂ４の各プロセス条件に対応する一次式の切片の値が、各プロセス条件ごとに異なっ
た値になるからである。
【０１７９】
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　従って、上式（３）のトリミング式を用いて、ヒューズカット前の発振周波数ｆｒに基
づきヒューズ値を求め、求められたヒューズ値に基づきカットするヒューズを決定する手
法では、発振周波数を所望のヒューズターゲット範囲（４ＭＨｚ±５％）に収めることが
難しいという問題がある。
【０１８０】
　このような問題を解決するために本実施形態では図１３（Ａ）に示すようなトリミング
用補助スイッチＳＷＡＸを設けている。例えば図１３（Ａ）において、可変抵抗回路１９
６は、直列接続される複数の抵抗素子Ｒ１～Ｒ６及び基準抵抗素子Ｒ７と、複数の抵抗素
子Ｒ１～Ｒ６の各抵抗素子に対して各ヒューズ素子が並列に設けられる複数のヒューズ素
子ＦＵ１～ＦＵ６を有する。そしてトリミング用補助スイッチＳＷＡＸは、基準抵抗素子
Ｒ７に対して並列に設けられる。
【０１８１】
　このトリミング用補助スイッチＳＷＡＸは、図１３（Ａ）に示すように、ヒューズカッ
ト前の発振周波数の第１の測定モードにおいてオフになる。これにより、出力ノードＮＱ
と入力ノードＮＩとの間に、基準抵抗素子Ｒ７及びヒューズ素子ＦＵ１～ＦＵ６が直列に
接続された状態を実現できる。
【０１８２】
　一方、トリミング用補助スイッチＳＷＡＸは、図１３（Ｂ）に示すように、ヒューズカ
ット前の発振周波数の第２の測定モードにおいてオンになる。これにより出力ノードＮＱ
と入力ノードＮＩとの間に、ヒューズ素子ＦＵ１～ＦＵ６及びトリミング用補助スイッチ
ＳＷＡＸが直列に接続された状態を実現できる。
【０１８３】
　例えばヒューズカット前の第１の測定モード（図１３（Ａ））での発振周波数をｆｒ１
とし、ヒューズカット前の第２の測定モード（図１３（Ｂ））での発振周波数をｆｒ２と
する。この場合に、ｆｒ１及びｆｒ２の一次式により表される下式（４）のトリミング式
によりヒューズ値を計算する。なおｃ、ｄ、ｅは定数である。
【０１８４】
　ヒューズ値＝ｃ×ｆｒ１＋ｄ×ｆｒ２＋ｅ　　（４）
　上式（４）のトリミング式で計算されたヒューズ値に基づいて図１４に示すようにヒュ
ーズをカットする。図１４ではヒューズＦＵ１、ＦＵ３、ＦＵ４、ＦＵ５がカットされて
いる。
【０１８５】
　以上の本実施形態の手法によれば、図１３（Ａ）、図１３（Ｂ）に示すように、基準抵
抗素子Ｒ７が接続状態である場合と非接続状態である場合の２つの状態において、ヒュー
ズカット前の発振周波数ｆｒ１、ｆｒ２を測定できる。従って、図１３（Ｂ）のように、
増幅回路１８０のトランジスターのしきい値電圧とキャパシターＣの容量の特性で決まる
発振周波数ｆｒ２を測定できる。これにより、トラジスターのしきい値電圧のばらつきに
起因するヒューズ値のばらつきを適正に補正できる。この結果、トリミング式の計算値に
基づきヒューズ素子をカットした場合の発振周波数を、ターゲット周波数範囲に収めるこ
とが容易になる。
【０１８６】
　例えば図１５は、本実施形態の調整手法を用いた場合における、ヒューズカット前の発
振周波数とヒューズ値との関係を示す図である。図１５のヒューズ値は上式（４）のトリ
ミング式で計算された値である。
【０１８７】
　例えば発振周波数ｆａに対応するヒューズ値は、図１２ではＡ１に示すようにヒューズ
ターゲット範囲ＴＲ１から外れていたが、図１５ではＣ１に示すようにヒューズターゲッ
ト範囲ＴＲ１内に収まっている。従って本実施形態の調整手法によれば、上式（４）のト
リミング式でヒューズ値を計算し、計算されたヒューズ値に基づいてヒューズをカットす
ることで、発振周波数を、所望のヒューズターゲット範囲（４ＭＨｚ±５％）に収めるこ
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とが可能になる。
【０１８８】
　即ち本実施形態では、トランジスターのしきい値電圧のばらつき等が原因で、図１５の
Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４の各プロセス条件に対応する一次式の切片の値が、各プロセス条
件ごとに異なった値になる場合にも、ヒューズターゲット値により近いヒューズ値を計算
して、ヒューズをカットできる。つまり、上式（４）のトリミング式を用いることで、ヒ
ューズ値をヒューズターゲット値に対して、よりフィッティングさせることが可能になり
、発振周波数を、所望のヒューズターゲット範囲（４ＭＨｚ±５％）に収めることができ
るようになる。従って、より精度が高い発振周波数の調整手法を実現できる。
【０１８９】
　６．物理量検出装置の製造方法
　次に物理量トランスデューサーと回路装置を有する物理量検出装置の製造方法（発振周
波数の調整方法）について図１６のフロー図を用いて説明する。
【０１９０】
　まず、半導体ウェハー（回路装置）を製造する（ステップＳ１）。即ち、公知の製造方
法により、半導体ウェハーの基板（シリコン基板）に、回路装置（半導体チップ）を構成
するトランジスターや抵抗素子や容量素子等の回路素子や、配線を形成する。即ち、成膜
、現像、露光、レジスト塗布、エッチング、レジスト剥離、不純物注入等の製造工程によ
り回路素子や配線を形成し、これにより複数の回路装置が形成された半導体ウェハーが製
造される。
【０１９１】
　次に半導体ウェハーの状態での検査を行う（ステップＳ２）。具体的には、各回路装置
の発振回路１９０の発振周波数を測定する（ステップＳ３）。例えば半導体ウェハーの回
路装置へのプロービングを行って、発振周波数を測定する。そして発振周波数をターゲッ
ト発振周波数に設定する周波数調整値を求める（ステップＳ４）。例えば図１３（Ａ）～
図１５等で説明した手法により、周波数調整値としてヒューズ値を求める。そして求めら
れた周波数調整値（ヒューズ値）に基づいて、ヒューズをカットする（ステップＳ５）。
即ち、図１４に示すように、ヒューズ値で特定されるヒューズ素子をカットする。このよ
うにして半導体ウェハーでの検査が行われた後、半導体ウェハーのダイシングが行われて
、回路装置のチップが製造される。
【０１９２】
　次に、振動片１０（物理量トランスデューサー）と回路装置（ＩＣ）のパッケージング
後の検査を行う（ステップＳ６）。即ち、振動片１０と回路装置を接続してパッケージに
収納することで構成される物理量検出装置のモジュール検査を行う。具体的には、まず駆
動周波数を測定する（ステップＳ７）。つまり、回路装置と接続された振動片１０の駆動
周波数の実測値を測定する。そして、干渉周波数を避けた発振周波数に設定する周波数調
整値を求める（ステップＳ８）。
【０１９３】
　即ち図８で説明したように、測定された駆動周波数（ｆｄ１、ｆｄ２、ｆｄ３）を用い
て、干渉周波数を避けることができるターゲット発振周波数（ｆｔ１、ｆｔ２、ｆｔ３）
を求める。そして、求められたターゲット発振周波数に設定するための周波数調整値を求
める。具体的には、ターゲット発振周波数に設定するための周波数調整値として、可変容
量回路１９７の容量調整値を求める。そして、求められた周波数調整値（容量調整値）を
記憶部１３０に記憶する（ステップＳ９）。例えば記憶部１３０は不揮発性メモリーであ
り、この不揮発性メモリーに周波数調整値を書き込む。こうすることで、回路装置の電源
投入時等に、記憶部１３０である不揮発性メモリーから周波数調整値が読み出され、この
周波数調整値により発振回路１９０の発振周波数の調整が行われるようになる。具体的に
は、周波数調整値である容量調整値に基づいて、可変容量回路１９７の容量値が調整され
ることで、干渉周波数を避けた周波数に発振周波数が設定される。
【０１９４】
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　以上のように本実施形態の製造方法では、検出回路６０、クロック信号生成回路１５０
等を有する回路装置が製造される（図１６のステップＳ１）。次に、振動片１０（物理量
トランスデューサー）と回路装置とが接続される前において、発振回路１９０の発振周波
数を調整する第１の周波数調整が行われる（ステップＳ３、Ｓ４、Ｓ５）。この第１の周
波数調整は第１の周波数調整部１９１（可変抵抗回路１９６）により行われる。例えば図
１７に、第１の周波数調整での周波数調整値（ヒューズ値）と発振周波数の関係を示す。
図１７に示すように、第１の周波数調整では、発振周波数の調整範囲は広いが、発振周波
数の調整ステップは粗く、発振周波数の粗調整を実現できる。
【０１９５】
　次に、振動片１０と回路装置とが接続された状態において、発振回路１９０の発振周波
数を調整する第２の周波数調整が行われる（ステップＳ７、Ｓ８）。この第２の周波数調
整は第２の周波数調整部１９２（可変容量回路１９７）により行われる。例えば図１８に
、第２の周波数調整での周波数調整値（容量調整値）と発振周波数の関係を示す。図１８
に示すように、第２の周波数調整では、発振周波数の調整範囲は狭いが、発振周波数の調
整ステップは細かく、発振周波数の微調整を実現できる。
【０１９６】
　以上のようにすることで、本実施形態によれば、振動片１０の駆動周波数成分が、クロ
ック信号に基づく信号により動作する回路を有する検出回路に対して、影響を及ぼすこと
によって発生する検出性能の劣化を、低減できる物理量検出装置の製造が可能になる。
【０１９７】
　７．検出回路
　図１９に検出回路６０の詳細な構成例を示す。図１９は全差動スイッチングミキサー方
式の検出回路６０の例である。
【０１９８】
　Ｑ／Ｖ変換回路６２、６４（電荷－電圧変換回路）には振動片１０からの差動の第１、
第２の検出信号ＩＱ１、ＩＱ２が入力される。そしてＱ／Ｖ変換回路６２、６４は振動片
１０で発生した電荷（電流）を電圧に変換する。これらのＱ／Ｖ変換回路６２、６４は帰
還抵抗を有する連続型の電荷－電圧変換回路である。
【０１９９】
　ゲイン調整アンプ７２、７４は、Ｑ／Ｖ変換回路６２、６４の出力信号ＱＡ１、ＱＡ２
をゲイン調整して増幅する。ゲイン調整アンプ７２、７４は、いわゆるプログラマブルゲ
インアンプであり、設定されたゲインで信号ＱＡ１、ＱＡ２を増幅する。例えばＡ／Ｄ変
換回路１００の電圧変換範囲に適合する振幅の信号に増幅する。
【０２００】
　スイッチングミキサー８０は、駆動回路３０からの同期信号ＳＹＣに基づいて差動の同
期検波を行うミキサーである。具体的にはスイッチングミキサー８０では、ゲイン調整ア
ンプ７２の出力信号ＱＢ１が第１の入力ノードＮＩ１に入力され、ゲイン調整アンプ７４
の出力信号ＱＢ２が第２の入力ノードＮＩ２に入力される。そして駆動回路３０からの同
期信号ＳＹＣにより差動の同期検波を行って、差動の第１、第２の出力信号ＱＣ１、ＱＣ
２を第１、第２の出力ノードＮＱ１、ＮＱ２に出力する。このスイッチングミキサー８０
により、前段の回路（Ｑ／Ｖ変換回路、ゲイン調整アンプ）が発生したノイズ（１／ｆノ
イズ）などの不要信号が高周波帯域に周波数変換される。また、コリオリ力に応じた信号
である所望信号が直流信号に落とし込まれる。
【０２０１】
　フィルター９２には、スイッチングミキサー８０の第１の出力ノードＮＱ１からの第１
の出力信号ＱＣ１が入力される。フィルター９４には、スイッチングミキサー８０の第２
の出力ノードＮＱ２からの第２の出力信号ＱＣ２が入力される。これらのフィルター９２
、９４は、例えば不要信号を除去（減衰）して所望信号を通過させる周波数特性を有する
ローパスフィルターである。例えばスイッチングミキサー８０により高周波帯域に周波数
変換された１／ｆノイズ等の不要信号は、フィルター９２、９４により除去される。また
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フィルター９２、９４は、例えばパッシブ素子（抵抗素子、キャパシター等）で構成され
るパッシブフィルターである。
【０２０２】
　Ａ／Ｄ変換回路１００は、フィルター９２からの出力信号ＱＤ１とフィルター９４から
の出力信号ＱＤ２を受けて、差動のＡ／Ｄ変換を行う。具体的には、Ａ／Ｄ変換回路１０
０は、フィルター９２、９４をアンチエイリアシング用のフィルター（前置きフィルター
）として、出力信号ＱＤ１、ＱＤ２のサンプリングを行ってＡ／Ｄ変換を行う。そして本
実施形態では、フィルター９２からの出力信号ＱＤ１及びフィルター９４からの出力信号
ＱＤ２は、アクティブ素子を介さずにＡ／Ｄ変換回路１００に入力される。
【０２０３】
　Ａ／Ｄ変換回路１００としては、例えばデルタシグマ型や逐次比較型などの種々の方式
のＡ／Ｄ変換回路を採用できる。デルタシグマ型を採用する場合には、例えば１／ｆノイ
ズ低減のためのＣＤＳ（Correlated double sampling）やチョッパーの機能などを有し、
例えば２次のデルタシグマ変調器などにより構成されるＡ／Ｄ変換回路を用いることがで
きる。また逐次比較型を採用する場合には、例えばＤＡＣの素子ばらつきよるＳ／Ｎ比の
劣化を低減するＤＥＭ（Dynamic Element Matching）の機能などを有し、容量ＤＡＣ及び
逐次比較制御ロジックにより構成されるＡ／Ｄ変換回路を用いることができる。
【０２０４】
　ＤＳＰ部１１０は、各種のデジタル信号処理を行う。例えばＤＳＰ部１１０は、所望信
号のアプリケーションに応じた帯域制限のデジタルフィルター処理や、Ａ／Ｄ変換回路１
００等により発生したノイズを除去するデジタルフィルター処理を行う。また、ゲイン補
正（感度調整）、オフセット補正などのデジタル補正処理を行う。
【０２０５】
　なお本実施形態の回路装置２０は全差動スイッチングミキサー方式の構成には限定され
ない。例えば離散型Ｑ／Ｖ変換回路と当該離散型Ｑ／Ｖ変換回路にダイレクトに接続され
るＡ／Ｄ変換回路からなるダイレクトサンプリング方式の構成など、種々の構成を採用で
きる。
【０２０６】
　図２０に本実施形態の回路装置２０を含む移動体の例を示す。本実施形態の回路装置２
０は、例えば、車、飛行機、バイク、自転車、或いは船舶等の種々の移動体に組み込むこ
とができる。移動体は、例えばエンジンやモーター等の駆動機構、ハンドルや舵等の操舵
機構、各種の電子機器を備えて、地上や空や海上を移動する機器・装置である。図２０は
移動体の具体例としての自動車２０６を概略的に示している。自動車２０６には、振動片
１０と回路装置２０を有するジャイロセンサー５１０（センサー）が組み込まれている。
ジャイロセンサー５１０は車体２０７の姿勢を検出することができる。ジャイロセンサー
５１０の検出信号は車体姿勢制御装置２０８に供給されることができる。車体姿勢制御装
置２０８は例えば車体２０７の姿勢に応じてサスペンションの硬軟を制御したり個々の車
輪２０９のブレーキを制御したりすることができる。その他、こういった姿勢制御は二足
歩行ロボットや航空機、ヘリコプター等の各種の移動体において利用されることができる
。姿勢制御の実現にあたってジャイロセンサー５１０は組み込まれることができる。
【０２０７】
　なお、上記のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効
果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるで
あろう。従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。例えば
、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語（物理量
検出装置、物理量トランスデューサー等）と共に記載された用語（ジャイロセンサー、振
動片等）は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えるこ
とができる。また、回路装置や物理量検出装置や電子機器や移動体の構成、振動片の構造
等も、本実施形態で説明したものに限定されず、種々の変形実施が可能である。
【符号の説明】
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【０２０８】
ＯＰＡ　演算増幅器、Ｃ　キャパシター、ＮＡ　ＮＡＮＤ回路、
ＩＶ０～ＩＶ３　インバーター回路、Ｒ１～Ｒ７、ＲＢ１～ＲＢ３　抵抗素子、
Ｒ７　基準抵抗素子、ＦＵ１～ＦＵ６　ヒューズ素子、ＣＶ１～ＣＶ４　可変容量素子、
ＢＣ１～ＢＣ４　容量制御電圧出力回路、ＳＷＡＸ　トリミング用補助スイッチ、
１０　振動片、１８　物理量トランスデューサー、２０　回路装置、
２２　レギュレーター回路、２４　バッファー回路、３０、駆動回路、
３２　増幅回路（Ｉ／Ｖ変換回路）、４０　ゲイン制御回路、５２　同期信号出力回路、
６０　検出回路、６１　増幅回路、６２、６４　Ｑ／Ｖ変換回路、
７２、７４　ゲイン調整アンプ、８０　スイッチングミキサー、８１　同期検波回路、
９０　フィルター部、９２、９４　フィルター、１００　Ａ／Ｄ変換回路、
１１０　ＤＳＰ部、１３０　記憶部、１４０　制御部、１５０　クロック信号生成回路、
１６０　電圧生成回路、１７０　ＣＲ発振回路、１８０　増幅回路、１９０　発振回路、
１９１　第１の周波数調整部、１９２　第２の周波数調整部、
１９６　可変抵抗回路、１９７　可変容量回路、
２０６　移動体（自動車）、２０７　車体、２０８　車体姿勢制御装置、２０９　車輪、
５００　電子機器、５１０　ジャイロセンサー、５２０　処理部、５３０　メモリー、
５４０　操作部、５５０　表示部
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【図７】 【図８】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】
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